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午前 ９時５９分 開  議 

 

○相田克平議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第２号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○相田克平議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 

  一つ、本市事業のデジタル化並びにコロナ禍で

疲弊している飲食店へのさらなる支援を考え迅

速に進めることが市民福祉の向上につながると

思うがどうか、１番鳥海隆太議員。 

  〔１番鳥海隆太議員登壇〕（拍手） 

○１番（鳥海隆太議員） 皆さん、おはようござい

ます。そして、今日は傍聴席に南部小学校６年１

組の皆さんが傍聴に来ておられます。この新議場

での小学生の皆さんの一番最初の第１号の傍聴

の皆さん、小学生の皆さんであります。これをぜ

ひ一生の思い出に残していただきたいなと思い

まして、思い出になるような一般質問をつくって

いきたいと思っておりますので、どうかよろしく

お願いいたします。 

  先ほど議長から質問要旨を述べていただきまし

た、説明していただきましたが、その前に５月に

新しく就任されました相田議長に、今後ともこの

議会のかじ取りをしっかりと行っていただきた

いとエールを送りたいと思います。 

  このように、５月、６月という月は、いろいろ

と異動も多い、また転換期でもあると感じており

ます。歴史を見ても、５月、６月には物事が大き

く動いていく、転換していく、そういう時期でも

あります。知っているところ、多分小学生の皆さ

んもよく御存じかと思うのですが、５月の句の中

でこんな句があります。「ときは今 あめが下知

る 五月かな」という句があります。これは、去

年大河ドラマにもなっておりましたが、明智光秀

が本能寺の変を決意したときに詠んだと言われ

ている句であります。実際、事が起きるのは６月

でありますけれども、５月に詠んだから、そのよ

うな季語の状態になったということであります。 

  また、本市を見てみますと、５月にこの新庁舎

が竣工いたしました。この新庁舎、隣に旧庁舎が

建っておりまして、駐車場に、また庭を一部解体

しながら新庁舎を造ってまいりました。やはり新

しいところは気持ちも新しくなるという部分が

あるのかなと感じておりますし、またこの新庁舎、

旧庁舎と同じ敷地内に建っておりますけれども、

ここに市役所が設置される前は、まちの中にあり

ました。今で言う、ナセＢＡ図書館、皆さんよく

知っていると思うのですが、図書館のところに市

庁舎が建っておったと。そこからは、昭和46年に

移動してきたということであります。当時、この

辺一帯は何もないというか、農地が広がっていた

という土地でありまして、まさか庁舎が建つとは

誰も思ってもいなかったところであります。しか

しながら、そこに目をつけたといいますか、高度

成長期の拡張の時代に、さらに米沢市を飛躍させ

るという決意の下に、この金池に移動しました、

時の指導される方々、こういう人たちの先見の明

は確かなものであったのではないかと感じます

し、その当時の市長なり、議員なり、市の職員の

皆さん、まさかここまでこの金池が発展するとは

思ってもみなかったのではないかと思います。 

  昭和46年という時代は、今のようなタブレット

があるわけでもなく、ようやく電算機が市役所で

も導入されるという時期でありまして、導入に当

たりまして、時の吉池市長が各地域を回って、電

算機とはどういうものなのか説明に回ったと、私

はリアルタイムで見ているわけではないのです

が、そういう過去の映像を拝見した記憶がござい

ます。その電算機の導入に対しても、時代の流れ
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もあるでしょうけれども、やはり先見の明があっ

たのではないかと感じる次第であります。 

  今、どうなのかと。コロナ禍の中で、緊急事態

宣言もかかったり、また解除されたり、様々では

ありますけれども、現在そのような先見の明があ

ったのかなと考えますと、これは非常に難しい。

流動的なコロナという要素でもありますので、こ

れを予想する、見通すのは非常に難しいと。 

  しかしながら、昨年からのコロナ禍で――多分

傍聴している小学生の皆さんもそうだったと思

うのですが――緊急事態宣言で学校が休業にな

ったり、またいろんな行事、例えば修学旅行とか

がなくなったりとか、また世の中に目を移します

と、店がお休みになったり、時短という名の下に

営業自粛、また夏に行う予定だったオリンピッ

ク・パラリンピックが延期になったという状況で

ございました。 

  しかしながら、国民、市民の皆さんの努力で感

染が低くなってきたと。そういう中で、ついに来

年に向けての希望が出てきたと。それはオリンピ

ックであったり、経済であったり、学校であれば

いろんな行事であったり、そういった見通しがで

きるようになってきたと。そういう中で、緊急事

態宣言も解除になって、世の中が動くようになっ

てきた。そういう去年の暮れあたりでありました。

しかしながら、今年に入って、またぶり返してき

たと。でも、ワクチン接種が進んできまして、こ

れによって大分去年とは違う状況がつくれるの

ではないかという状況でございます。 

  また、コロナ禍にあって、国や県から緊急経済

対策や生活支援、消費喚起や消費拡大、そういっ

た支援が、今までは考えられないようなスピード

でどんどん下りてきたということもあって、本市

としてもいろんな対策に手をつけられたという

状況でございます。 

  なぜ国や市、また県がそういった対策を一生懸

命やったのかというと、国や県、市、全てそうな

のですが、存在する大前提として、国民や市民の

生命と財産を守るという大前提があるから。そし

て、プラス、これが一番大きいのかもしれないの

ですけれども、福祉の向上を図る、この大前提が

あるからゆえに、国も県も、そしてそれを受けて

市も一生懸命対策をするのであります。 

  先ほど大前提と言いましたが、その中でも、ど

れをとっても非常に大切なのですが、結果的には

市民福祉の向上、全てここにつながっていくもの

だと考えておりますし、そうなのではないかと思

う次第であります。 

  先ほど、国から緊急経済対策や生活支援、また

ＵＢＩのような給付金、こういったものがどんど

ん下りてきたわけであります。地域振興策などの

予算を得てきたわけなのですけれども、今回はこ

の給付金や消費喚起、また地域経済対策、こうい

った部分を切り口にして、本市事業のデジタル化

という部分で考えていきたい、質問をしていきた

いと思います。 

  先ほど言いました経済対策、この中に本市で言

うと――ほかの市町でもかなりやられたことな

のですけれども――商品券事業がございました。

これは、コロナ禍が始まったから出てきた事業で

はなくて、大分前から本市でもやっていると。本

市で言うところの愛の商品券なんかは、そういう

ものに当たるということであります。 

  また、商品券を出さなくても、違う形で割り引

く形とか、所によってはポイントを付与するとい

う事業も行っております。この事業、非常に私は

有効だと思いますが、果たしてしっかりと福祉の

向上につながっているのかどうかと。私はつなが

っていないということではなくて、やり方を変え

ると、もっと効果的につながっていくのではない

かということを申し上げたいのであります。 

  まず、この事業の目的は、私は２つあると思い

ます。１つは、経済対策、消費喚起、これを行う

ということであります。少ないお金でレバレッジ

を効かせる、てこの原理です。てこの原理を使っ

て経済を活性化させていく。もう一つは、経済的
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に苦しい立場というか、そういった人たちにも支

援が届くような方策、このように２つ考えられる

わけであります。果たして、この２つの目的がし

っかりと必要な人に届いたのかなということを

よく考えるわけであります。 

  が、この商品券事業ですね、先ほど言いました

米沢市でいうところの愛の商品券、これを一つ見

てみますと、発売されたと同時に売り切れました

という状態がずっと続いてきている。そういう状

況を見たときに、果たして先ほども言ったように、

必要な人に届いたのだろうか。果たして、発行枚

数は適正だったのか。また、購入するに当たって

の、使用するに当たっての制限、ルールは適正だ

ったのかと考えるわけであります。先着順での販

売とか、いろいろありましたけれども、それで税

の公平性は果たして保たれているのか疑問に思

うところであります。また、違う角度から見ます

と、どれだけの経済効果が、先ほど言いました、

てこの原理でレバレッジをかけると。それが効い

たのかというところも明確にはなっていない。検

証するすべもないのではないかと感じる次第で

あります。 

  しかしながら、現状を見てみますと、コロナ禍

で会社が倒産したとか、失業者があふれ返ってい

るとか、そういった数が著しく大きくなっている

というわけでも、現在ないというところを見ます

と、ある程度の経済効果は出ているのではないか

と。国、県、市、こういったところの支援ができ

ているのではないかと思います。しかしながら、

有効だったと言い切れるものでもないのかなと、

これは肌感覚でありますが、感じる次第でありま

す。 

  しかしながら、国も県も市も、限られた時間内

で――特に市の行政の皆さんにおかれましては、

上のほうからどんどん降ってくるものを――よ

くさばかれたなと感じる次第でもあります。また、

同時にそれをこなすといいますか、施策に変える

労力や、時間も一緒なんですけれども、またコス

ト、こういったものには大変な力がかかったので

はないかと付け加えておきたいと思います。 

  先ほどから申し上げているように、行政の大前

提といいますか、存在する目的は何かと考えたと

きに、市民の生命と財産を守る。そして、福祉の

向上に努めていくというところが、私は一番大き

な点と先ほど来から申しておりました。しからば、

行ってきた対策も見直す点があるのではないか

なと。そうすれば、もっともっと市民に対しても、

福祉の向上につながっていくのではないかと考

える次第であります。 

  どんな事業でも私はそうだと思うのですが、事

業効果を発揮するためには、手間のかかる部分も

ありますが、効率的に行う。効率的とはどういう

ことだろうか。これは、迅速に行っていくという

ことであります。そういった中で、しっかりと福

祉の向上のために検証も行っていく、これは必ず

必要なことであります。これができるツールとい

いますか方策は、私は事業のデジタル化しかない

のではないかと感じております。市で行う事業、

全てデジタル化と言っているわけではありませ

ん。できる部分は迅速にやっていくべきだと。中

には、併用しなければいけないものも、もしかす

ると出てくるかもしれない。しかしながら、そう

いう考えをまず持たないことには、物事は始まら

ないと思う次第であります。そのような考え方が

本市にはあるのかどうなのか、またあるとしたら、

どのように事業について考えているのかお尋ね

したいと思います。 

  先ほども述べましたように、商品券や消費喚起

事業は、地元経済を回す、そういった効果が非常

に大きいと思います。まして、それが地元の商店

とか、そういった消費活動、そういうところに対

して消費活動することによって、私はある一定程

度の乗数効果が市内で回ってくるのではないか

と思いますし、その最たるものが、一番コロナ禍

で困っている飲食店ではないかと考えているわ

けであります。 
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  その飲食店は、現在大部分でシャッターが下り

ています。本市といたしましても、いろんな支援

は立てているものの、なかなかこれが届いていな

いような気がいたしております。見るもの、聞く

もの、給付金のような、支援のような形での援助

だったり、一部有料デリバリーだったりしており

ましたが、私はもっと地元の飲食店が店を開けて、

将来につながっていく、そういった支援をすべき

ではないかと思います。給付金で10万円、20万円、

これではそれ１回で終わってしまう。そうではな

くて、継続的に一緒に店を開けながらも、将来に

つながるような、そういったことを私は市で考え

ていく必要があるのではないかと思います。 

  コロナ禍の中で、収まったときには、市内を見

渡したら焼け野原だったということだけは、絶対

避けなければいけないと思います。 

  では、どのような支援ができるのかと考えます

と、市民の皆さんは――私もそうなのですが――

外食するのが嫌になったと、外に出るのが嫌だと、

中にはそういう方もいらっしゃるでしょう。しか

し、大多数、ほとんどの人はそうではないと。機

会があったら、それこそ家族で外に行って食事し

たいなという人がほとんど、機会をうかがってい

たりする、そういう状況だと思います。 

  今現在は、店に行くより安全だと、人と会わな

いから安全だということで、デリバリーとか、注

文される方、都会のほうに行くと何とかイーツと

か、そういった名前の宅配といいますか、出前専

門の業者がいたりします。しかし、地方に来ます

と、なかなかそれがそのまま当てはまるというこ

とではなくて、民間ではなかなか難しい事業かな

と思いますが、これが非常に飲食店にとっては有

効な手段だと考えております。 

  民間だと、注文して代金を渡す、それで物が届

くということなのですが、私はこれを行政ででき

ないかと。先ほど言ったように、給付金とか、経

済支援とか、大きなお金も来ます。こういったお

金を利用しながら、公的なデリバリーサービスを

することによって、明日の飲食店につながってく

るのではないかなと。まず大切なのは、何度も言

うようですが、店を開けて事業を継続すること、

これが大切だと私は思うわけであります。 

  プラス、そこに今アルバイトの機会がなくて困

っている大学生とか、そういった方を雇う。それ

もプラスになるのではないかと思いますし、そこ

に高齢者の配食支援を加えてもいいでしょう。そ

うすると、私は三方よしではないけれども、そう

いった形でいい部分というのが回ってくるので

はないかと思う次第であります。 

  大切なのは、店を閉じさせて休ませることでは

なくて、店を開けてもらって、将来につながるよ

うな一手を今打つこと、もっと早く打てればよか

ったのだが、今からでも遅くはない。そして、飲

食店の背中を押すべきと。飲食店は大切な市の経

済の一翼を担っております。一番最初に申し上げ

ました乗数効果の最たるものだと、最先端だと私

は思っております。行政、本市としてそういうお

考えはお持ちなのか、支援をどう考えているのか、

質問を申し上げまして、壇上からの質問とさせて

いただきます。 

○相田克平議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 私からは、プレミアム付商品券事

業等のデジタル化について基本的な考え方を申

し上げます。 

  本市では、市民の生活支援や地域経済の活性化

などを目的とし、プレミアム付商品券事業を実施

してまいりました。平成21年度から平成28年度ま

では、10％から20％のプレミアムをつけた、愛の

商品券を計11回発行してきました。また、昨年度

は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う

未曽有の危機から地域経済を守るため、30％のプ

レミアムをつけ、発行総額も過去最大の４億

2,900万円分の愛の商品券を発行いたしました。

この取組により、個人消費の喚起に相当効果があ

ったものと考えております。しかし、愛の商品券
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事業において、商品券の発行、管理にコストや時

間がかかり、迅速な対応ができないなどの課題も

ありました。 

  御質問の中でもありましたとおり、プレミアム

付商品券事業などをデジタル化することによっ

て、紙媒体に比べて速やかに事業が展開できるほ

か、ポイント付与による市の様々な事業への誘導、

そして地域内での経済循環などの可能性も持ち

合わせていると思っております。 

  詳細につきましては担当部長が答弁いたします

が、キャッシュレスによるプレミアム事業やデジ

タル地域通貨などの仕組みづくりについて、検討

を進めてまいりたいと考えております。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、キャッシュレ

スによるプレミアム付商品券事業やデジタル地

域通貨などの仕組みづくりについて、具体的な方

法を挙げてお答えいたします。 

  大きく分けて３種類の方法が考えられると思っ

ております。 

  まず、１つ目の方法としては、大手キャッシュ

レス決済サービス事業者と自治体等が直接契約

を締結し実施するものがございます。具体的には、

特定の店舗で大手キャッシュレス決済サービス

を使って商品を購入した際などに付与されるポ

イントが上乗せされたり、一定割合のキャッシュ

バックが受けられたりするものでございます。 

  この方法の利点としては、契約先の決済事業者

が既に多くの加盟店を抱えており、市民の皆様が

ふだん利用している決済方法と同じ感覚で利用

できる点がございます。 

  一方、課題としては、次の２つが挙げられます。

１つ目は、市外の決済事業者に手数料や販売促進

費を支払う必要があるとともに、プレミアム分の

ポイントは、ほかの地域を含めた様々な支払いに

利用できることから、地域内での経済循環という

観点からは効果が限定的になること。２つ目は、

本市の市民だけというようなターゲットを絞っ

た施策展開には不向きであるということでござ

います。 

  ２つ目の方法としては、総務省が進めており、

来年度以降に全国展開が予定されている、自治体

マイナポイント事業がございます。この事業は、

マイナンバーカードとひもづいたキャッシュレ

スサービスに対して、自治体がマイナポイントと

呼ばれるポイントの付与を行うことができるも

のでございます。 

  この方法の利点としては、大きく３つが挙げら

れます。１つ目は、利用者が多くの決済サービス

の中から自分の利用しやすい方法を選ぶことが

できることから、利用者にとって使いやすい形で

給付を受けることができること。２つ目は、自治

体側の利点として、特定の対象者へ速やかに給付

できる点や、利用目的や期限の設定もできるため、

例えば市内の商店のみで使用できるマイナポイ

ントを付与することが可能なこと。３つ目は、マ

イナンバーカードの本人確認機能を活用してい

るため、正確で重複のない給付を実現できること

でございます。 

  一方、課題としては２つございます。１つ目は、

マイナンバーカードを取得している市民と取得

していない市民とで不公平が生じること。２つ目

は、市外の決済事業者に負担金などを支払う必要

があることから、地域内での経済循環という観点

からは効果が限定的になることでございます。 

  最後に、３つ目の方法としましては、自治体や

金融機関が主体となってデジタル地域通貨を発

行する仕組みでございます。先行する事例として

は、飛騨信用組合が飛騨高山地方で発行している

「さるぼぼコイン」や埼玉県深谷市が発行してい

る「ネギー」がございます。 

  この方法の利点としては、２つ考えられます。

１つ目は、地域循環型経済に寄与する仕組みを構

築しやすい点でございます。例えば、「さるぼぼ

コイン」については、個人消費者が加盟店での決
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済に用いるだけにとどまらず、加盟店同士での仕

入決済にも利用できることから、法定通貨への換

金をせずに、地域内での経済循環を促進する効果

が期待されております。２つ目は、決済に付随す

るデータを活用し、販売戦略等に活用できる可能

性があることでございます。 

  一方、課題としては３つ挙げられます。１つ目

は、利用者が新たに登録やアプリケーションソフ

トをダウンロードする必要があるということ。２

つ目は、決済できる加盟店や入金できる場所を増

やす必要があるということ。３つ目は、地域通貨

の発行主体の確保と維持管理経費などの負担が

あることでございます。特にデジタル地域通貨は、

地域に根づかず、所期の目的を達成できずにいる

地域もあるようでございます。 

  キャッシュレスによるプレミアム事業やデジタ

ル地域通貨について、３つの方法を御説明いたし

ましたが、本市における仕組みづくりのためには、

市だけでなく商工団体や金融機関なども交えて、

調査・研究が必要であると考えております。今す

ぐの導入は難しいと思いますけれども、しっかり

と仕組みづくりを検討してまいります。 

  私からは以上でございます。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、（２）コロナ対策

での飲食店支援をもっと進めるべきであると思

うがどうかについてお答えいたします。 

  全国的に新型コロナウイルス感染症の収束が見

えない中、先ほどの御意見にありましたとおり、

これまでの国による緊急事態宣言等の発令や外

出自粛、営業時短要請等の影響を受け、本市にお

いても飲酒を伴う会食等の自粛ムードが広がり、

特に今年に入り３月22日に山形県独自の緊急事

態宣言が発表された以降は、本市は宣言対象地域

ではないものの、その影響が広がり、特に酒類を

提供する飲食店は厳しい経営を強いられ、なかな

か先が見通せない苦しい時期が続いている状況

にあります。 

  本市では、昨年度から飲食店をはじめ幅広い業

種に対する支援を実施してまいりましたが、特に

飲食店に対する支援としまして、昨年春には緊急

事業継続給付金を支給する緊急支援を行ったほ

か、昨年夏からは愛の商品券事業をはじめとした

消費喚起事業などにより様々な支援を行ってき

たところであります。その中でも、外出自粛期間

中に飲食店の売上げを少しでも確保できるよう、

昨年４月に市内の民間有志が飲食店のテークア

ウトメニューを紹介するテイク・アウエー・イン

フォメーション事業を立ち上げたのに伴い、市で

も消費喚起促進事業費補助金などにより支援を

行い、95店舗に上る飲食店が参加するなど、外出

自粛時の売上げ確保に向けた業態転換の取組を

民間と行政が一体となって後押ししてきたとこ

ろです。 

  昨年実施した、そのテークアウト参加店へのア

ンケート調査では、95店舗中71店舗、回答率は

74.7％でありましたが、回答が寄せられ、昨年４

月、５月の２か月間のテークアウトによる売上げ

合計額が4,637万円、１店舗平均にしますと63万

3,000円、注文件数の合計は２万3,742件、１店舗

平均にいたしますと334件に上るなど、外出自粛

期間における市内飲食店の売上げ確保に寄与す

るとともに、経済効果を生み出すことができたも

のと捉えております。 

  さらに、テイク・アウエー・インフォメーショ

ン事業に合わせまして、国土交通省が特例で認め

るタクシー事業者による有償貨物運送を活用し

て、飲食店のテークアウトメニューを自宅に届け

る配達サービス、いわゆるデリバリー事業に対す

る支援も同時に行ったところです。米沢地区ハイ

ヤー協議会に加盟する市内６社に御協力をいた

だき、利用者が１回当たり負担する配送料を一律

500円のワンコインに設定した「テイクアウト・

タクシー配達支援事業」のほか、移動手段を持た

ない高齢者等の日常生活必需品等の買物を代行
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する「タクシー買物代行支援事業」を同時期に同

額の料金で実施するなど、飲食店とタクシー事業

者が連携して事業に取り組んだところです。 

  本支援事業の実績につきましては、昨年５月、

６月の２か月の合計でテイクアウト・タクシー配

達利用が34件、タクシー買物代行利用が51件と、

想定しておりました利用件数を下回る結果とな

りましたが、コロナ禍の新たな飲食店支援の取組

として、飲食店やタクシー事業者に対する支援の

一助になったものと捉えております。 

  これら市内タクシー事業者６社が共同で取り組

んだ宅配・代行サービス事業は、他の自治体から

も複数問合せをいただくなど注目を集めた一方

で、本市の分析でありますが、従来から麺類をは

じめとした飲食店側による出前サービスを行う

店舗が本市には数多く存在していることから、有

料での配達サービスがなかなか浸透しにくいと

いう課題も浮き彫りになったところです。 

  このような取組をしてきたところでありますが、

このたび御提案のありました飲食店のデリバリ

ー体制の整備についてでありますが、飲食店支援

の一つとして有効であると考えております。 

  首都圏・都市部などとの人口密度の違いによる

需要の不透明性や市内の面積が広いことにより

生じる配達距離、あるいは料金などの問題のほか、

冬期間の降雪による配達手法など、本市で実施す

る場合の様々な課題もございます。 

  現在、他自治体が実施しているデリバリー利用

等に関する支援など、先進事例の情報を収集して

いるところであります。 

  議員の御意見にありましたとおり、コロナ禍の

収束を見据え、店を開けながら売上げを確保して

いくことは、経営を継続していく上で非常に重要

なことであります。市としましても、売上げを創

出できるような消費喚起の仕組みづくりについ

て、引き続きサポートができないか検討してまい

ります。 

  さらに、山形県におきましては、新型コロナウ

イルス感染症への対応に向けた６月補正予算の

概要を示したところです。その中に、飲食店等の

支援など、地域経済活性化への対応策も盛り込ま

れております。こうした県の取組の内容も踏まえ

て、地域の状況をきめ細かく把握し、経済団体等

と連携を密にしながら、今後も引き続き市内経済

の回復に向けた経済対策に取り組んでまいりま

す。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 鳥海隆太議員。 

○１番（鳥海隆太議員） 御答弁いただきまして、

ありがとうございました。 

  ただいま地域通貨まで話していただいたわけな

のですけれども、私は、そこまでいけば非常に理

想的な形だと思うわけでありますが、そこまでは

一足飛びにはなかなか行けない。どうするかとい

いますと、何が有効かといいますと、やはりまず

第１段階として、今後いろいろ出てくるであろう

商品券とか、これから進める大学生の支援とか、

そういったもののまずはデジタル化から始めた

ほうがいいということが１点。 

  そして、それが進んでから、本市の事業の中に

もありますけれども、市長も大きく掲げられてお

りますが、健康長寿日本一ということ、また市民

の健康増進やそれで行っている「ラン＆ウォー

ク」とか地域スポーツ、あとはもっと地域的なこ

とを言えば防犯とか、安全安心で活動している人

たちとか、そういった人たちを取り込むような、

ひもづけするような、第２段階としては、そうい

うことを考えてはどうかということが第２点目。 

  第３点目としては、先ほど言った地域通貨をや

っていって、地元経済に寄与するような、先ほど

３つの方法があると企画調整部長はおっしゃっ

ていましたけれども、１番目の大手資本による電

子決済、これは決済されてしまうと、手数料から

何から、もう大手に回ってしまう。地域に下りて

こない。これが一番の問題だと。地域を活性化さ

せる、経済を活性化させる１つの方法、私は全部
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とは言いませんけれども、やはり地域でお金をど

んどん回していくと。そして、先ほど申し上げた

ような乗数効果を発揮していくということで、地

域の経済の中でお金をどんどん回していくと。回

すと、消費されるわけですから、どこかで先に投

資したお金は消えるわけですけれども、消える前、

消えないように、外からも関係人口とか交流人口、

そういったものを、または生産を通して、市内に

お金を呼び込んでくる。そういうことも併せて、

この話は今回の質問からはちょっと違いますけ

れども、そういった形で地域通貨ということに段

階的に持っていく、そしてその段階の途中に、先

ほど言いました、地域でいろんなことに頑張って

くれている人たちにポイントをしっかり付与し

て、そのポイントがデジタル化の中に戻ってくる

ような、私はそういったひもづけをしてあげると、

市民の皆さんの地域づくり、そういったものにイ

ンセンティブが出てくるのではないか。目が向い

てくるのではないかと思うし、これからどんどん

高齢化していきます。それは間違いない。その中

でも、元気にいつまでも地域づくり、市をつくっ

ていくということに参加してもらうということ

に私は大いに役立ってくると考えるわけですが、

そこまで考えていらっしゃるかどうか。今後、そ

ういったところまで研究されるかどうか、お聞き

したいと思います。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 議員御提案のとおり、市

の様々な施策と組み合わせて、何かいろんな事業

に参加したりとか、地域づくりに寄与したりとか、

そういったときにポイントを付与すると。そうい

ったことによって、市民の参画意識を高めていく

ということも期待できるかと思います。そうした

観点も含めて、仕組みづくりについて検討してま

いりたいと考えております。 

○相田克平議長 鳥海隆太議員。 

○１番（鳥海隆太議員） デジタル化というか、こ

ういった仕組みを実施していくのには、では来年

からやりましょうというわけにはいかないと。し

っかりと――これにはもちろん先ほど部長もお

っしゃっていましたけれども――商業関係者、商

工会議所とか、そして金融、そして行政、こうい

った三者が三位一体となって進んでいく必要が

ある。片方だけでやってくれよとかではなくて、

お互いに何ができるのか、どこまでサービスでき

るのか、ポイントは何に還元できるのか、こうい

ったところをいろいろ研究していく必要がある

と思うのでありますが、私はこの研究を、調査を

すぐにでもやるべきだと。１日早ければ、もしか

すると実施まで１か月早まるかもしれない。１年

早まるかもしれない。そのような考えで、早く、

すぐにでも動くべきだと。そういった会議を持つ

べきだと思うわけなのですが、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 議員おっしゃるとおり、

早く動けば、次に必要になったときに、すぐに対

応ができるということもございますので、そうい

った関係者との話合いを進めていきたいと思い

ます。 

○相田克平議長 鳥海隆太議員。 

○１番（鳥海隆太議員） しっかりと進めていただ

きたいと。これは米沢市だけではなくて、日本全

体、世界全体の潮流であるし、今後の進める方向

なのではないかと思いますので、本当に早く実行

していただきたいと。それを実施するというより、

調査研究をどんどん進めていただきたい。そのよ

うにエールを送りたいと思います。 

  あともう一つ、デリバリーなのですが、前例が

あって、やっているところもあるようであります。

そこでは、高齢者の方に対してお食事券を配った

と。本当に少額のお食事券だそうです。数百円程

度の。それを利用して、デリバリーを利用する件

数が非常に多くなったという報告もございます。

それは、そうしたほうがいいという話ではなくて、

デリバリーと食事券を組み合わせることによっ

て、非常に飲食店が助かったと、簡単な話、そう
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いう話でもあります。 

  壇上でも申し上げたのですけれども、これをせ

ずにといいますか、これを実施して、何かマイナ

ス点があるかと考えたときに、私はプラスしかな

いのではないかと。いや、金が出ていくというこ

とはあっても、市民、困っている業者の、業界の

皆さん、そして外に出たいという要望のある方の

願いもかなえられる。一挙両得ではないですけれ

ども、そういったことでありますので、明日から

ぜひ進めていただきたいということは決して申

しません。申しませんけれども、これはもうやる

前提でいろいろ調査研究してほしいなと。先ほど

も同じことを言いましたけれども、１日早ければ、

それだけ助かる飲食店も多いのではないかと思

いますし、先ほど金額をおっしゃっていましたけ

れども、私はこれをやることによって、もっとこ

の金額が上に、上方に流れていく、上がっていく

と思うわけでありますので、これもしっかりと、

そういった前提でいろいろ調査、研究を進めてい

ただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 先ほどお答え申し上げました

とおり、飲食店の売上げを上げていく上で、非常

に有効な支援であると考えております。他の自治

体でも、先ほど申し上げました、タクシー事業者

によるデリバリーサービス、そういうものは国土

交通省でも継続していくという話も出ておりま

す。そういうところから、先ほど申し上げました

とおり、先進自治体の例を今調査しているところ

であります。それが地域にとってできるのかどう

かということをしっかりと検証するとともに、こ

のたびタクシー事業者による運送事業を開始し

たわけですけれども、具体的にどういう方が利用

したのかというところまで分析に至っておりま

せんので、そういう分析も併せてしていきたいと

考えております。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○相田克平議長 鳥海隆太議員。 

○１番（鳥海隆太議員） ありがとうございます。

明日から実施しろということは、無理は申しませ

ん。けれども、調査研究はすぐにでも始めていた

だきたいと思いますし、デジタル化については、

大きな、私は福祉の向上の一つだと思います。飲

食店の支援に関しては、困窮している業界の皆さ

んも、間違いなく市民の１人でありますので、し

っかりと背中を押すような、支えるというか、押

すというか、明日につながる、コロナが去って焼

け野原ではなくて、しっかりと希望が持てるよう

な政策を進めていただきたい。調査研究を早く進

めていただきたいと要望を申し上げまして、質問

を終わります。ありがとうございました。 

○相田克平議長 以上で１番鳥海隆太議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時０９分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、森林病害虫等の被害について外２点、18

番我妻德雄議員。 

  〔１８番我妻德雄議員登壇〕（拍手） 

○１８番（我妻德雄議員） おはようございます。

市民平和クラブの我妻德雄です。 

  昨日は、米沢市内、特に南側が大変な雨で、嵐

だったとお聞きしました。お聞きしましたという

のは、田沢はほとんどというか、ぱらぱらと５滴

ぐらい降ったべか、そんな状況で、昨日いろいろ

話を聞きますと、西側は雨が降らなくて、南側は

大雨だった、大嵐だったと。地球温暖化の影響な

のかななんて、今日も質問にちょっと地球温暖化

の話が出ます。本当に今地球はいろいろと大変な

状況にあるんだなと、昨日の天気を見て思ったと
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ころでした。 

  それでは、早速質問に入ります。 

  大項目の初めに森林病害虫等被害について質問

します。 

  ナラ枯れは、大量のカシノナガキクイムシがナ

ラ、カシ類に穴を空けて潜り込み、体に付着した

病原菌のナラ菌を、多量に樹体内に持ち込むこと

により、ミズナラ等が集団的に枯損する木の病気

です。県内のナラを代表とする里山広葉樹林では、

昭和30年代よりおおむね10年周期で集団枯損が

発生していましたが、まきや炭などに活用する薪

炭林として、約20年周期で伐採、更新が行われて

いたことなどで、被害が発生しても数年で終息し

ていました。ところが、昭和30年代以降、燃料の

中心が薪炭から石油などの化石燃料に移ったこ

とで、利用と更新のサイクルが崩れ、次第に高齢

の森林が増加し、ナラ枯れ被害が起こりやすい環

境となってきました。 

  山形県ナラ枯れ被害対策推進計画によりますと、

2010年度には民有林の被害本数が、約17万6,000

本と過去最大の被害量となりましたが、その後は

被害が減少し、2014年度以降はピーク時の2010年

度比で１割以下の被害量で推移しています。2018

年度については、前年度比で２割弱、2010年度比

で約１％にまで減少しており、県内のナラ枯れ被

害は終息の兆しを見せています。 

  しかし、たとえナラ枯れ被害が終息しても、ミ

ズナラやコナラなどの樹木の成熟、高齢化により、

ナラ枯れ被害が再発することも懸念されていま

す。そのためには、終息後も被害の監視を継続し

ていくことが必要です。 

  まず、本市のナラ枯れの状況と推移についてお

尋ねいたします。 

  県では、今後も東南置賜での被害の増加が見込

まれることから、特定ナラ林を保全するため、継

続した被害の監視と、計画的な防除による被害の

抑制を求めています。白布森の舘遊歩道、市民の

森西向沼、大森山森林公園、甲子大黒天、八幡原

緑地など、特定ナラ林の被害はどうなっているで

しょうか、お尋ねいたします。 

  本市においては、松くい虫被害、ナラ枯れの被

害の報告があります。近年、発生が心配されるカ

ツラマルカイガラムシの被害はいかがなもので

しょうか、お尋ねいたします。 

  熊剝ぎとは、ツキノワグマが樹木の皮を剝ぐこ

とをいいます。杉、ヒノキの内樹皮周辺の糖分含

有量が高くなる春から夏に集中的に発生するよ

うです。被害地の熊のふんには、内樹皮の破片が

たくさん含まれていることが確認され、熊剝ぎの

主な目的は、食料の摂取であると言われています。

被害木は、木材が変色するなど商品としての価値

が低下してしまいます。剝皮が激しい場合には、

樹木が枯死するなど森林機能への影響も心配さ

れます。 

  最近の研究では、熊剝ぎ被害は、母親から子供

に習性が受け継がれると言われています。被害が

ない地域は、熊剝ぎを学習した熊がいないからだ

と思われています。何世代もかけて徐々に被害地

域が広がる可能性もあります。 

  熊剝ぎで剝がされた樹皮片は、幅５センチ程度、

長さ２から３メートル程度と大きく、バナナの皮

を剝いだように樹木とつながって残っています。 

  本市の熊剝ぎによる被害状況と対策についてお

尋ねいたします。また、ナラ枯れ、熊剝ぎ等の被

害木の処理方法についてもお答えください。 

  ゼロカーボンシティ宣言をしている本市として、

せっかく育った樹木を病虫害で枯死させ、朽ちる

に任せるのはもったいない話です。分解してＣＯ

２となる前に、資源として活用を進める必要があ

ると考えます。被害木の利活用はどのようになっ

ているでしょうか、お尋ねいたします。 

  大項目の２点目の少子高齢化社会についての質

問に入ります。 

  我が国では、少子高齢化が急速に進展し、総人

口は2008年をピークに減少に転じ、人口減少時代

を迎えています。国立社会保障・人口問題研究所
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の将来推計によりますと、2053年には日本の総人

口は１億人を下回ることが予測されています。人

口構成も変化し、1997年には65歳以上の高齢人口

が、14歳未満の若年人口の割合を上回るようにな

りました。そして、65歳以上の高齢人口は、2017

年に3,516万人に達し、全人口の27.8％を占める

ようになっています。他方、15歳から64歳の生産

年齢人口は、2017年の7,579万人が、2040年には

5,978万人へと減少すると推計されています。 

  このような少子高齢化の進展、生産年齢人口の

減少により、国内需要の減少による経済規模の縮

小、労働力不足、我が国の投資先としての魅力低

下などが懸念されます。また、医療・介護費の増

大など、社会保障制度の給付と負担のバランスの

崩壊、財政の危機、基礎的自治体の担い手の減少

など、様々な社会的・経済的な課題が深刻化する

と予想されています。 

  我が国の出生数は減少傾向が続き、出生数は

2019年に90万人を初めて割り込み、いわゆる86万

ショックと呼ばれました。昨年１年間に生まれた

子供の出生数は、およそ84万人で、統計を取り始

めて以降、最も少なく、厚生労働省は今後の動向

を注視する必要があるとしています。合計特殊出

生率も1.36と、前年から0.06低下しました。本市

も例外ではないと思います。改めて、人口推移と

合計特殊出生率の推移についてお尋ねいたしま

す。 

  危機的な少子化の進展が浮き彫りになる中、深

刻さを増す少子化の問題は、社会経済に多大な影

響を及ぼし、国民共通の困難と言えます。この困

難に正面から立ち向かい、子供や家族が大事にさ

れる社会への転換が急務と考えます。 

  少子化の背景には、核家族化の進展など、家族

を取り巻く環境の多様化や、個々人の結婚や出産、

子育ての希望の実現を阻む様々な要因が絡み合

っています。 

  国は、こうした少子化の問題に取り組むための

基本方針として、2020年５月に新たな少子化社会

対策大綱を閣議決定しました。新たな大綱では、

基本的な目標として、希望出生率1.8の実現を掲

げ、そのための具体的な道筋として、結婚支援、

妊娠・出産への支援、男女ともに仕事と子育てを

両立できる環境の整備、地域・社会における子育

て支援、多子世帯への支援を含む経済的支援など、

ライフステージに応じた総合的な少子化対策に

大胆に取り組むとしています。本市の子育て支援

の取組について教えてください。 

  少子高齢化が進む中、将来的な労働人口減少と

いう深刻な問題がクローズアップされています。

出生数の低下により15歳から64歳までの生産年

齢人口も減少しています。国立社会保障・人口問

題研究所によれば、生産年齢の人口は総人口より

もはるかに速いペースで減少すると推測されて

います。労働人口減少で起きる最も直接的な課題

は人手不足です。 

  一方で、このところ潜在的な労働力である女性

や高齢者の就労率が上昇したため、2023年度まで

労働人口は増える見込みです。しかし、その後は

女性や高齢者の就労率がさらに上がったとして

も、労働人口減少に歯止めがかからなくなると予

想されています。 

  労働人口減少によって労働市場が縮小し、経済

規模も縮小を余儀なくされ、直接的ではないもの

の、結果的にはＧＤＰ、国内総生産が下がってし

まいます。労働人口は稼ぎ手として生産活動を支

えていると同時に、消費活動も担っています。ま

た、健康保険制度の維持が難しくなります。年金

制度は、現役世代から徴収した保険料が高齢者に

年金として支給される賦課方式です。支え手が減

少する一方、受給者は増加するため、予算が逼迫

してしまいます。支給額の減額や受給開始年齢の

引上げが想定され、高齢者の生活は苦しくなり、

将来の生活不安が増すことにつながります。 

  人口が減少する中で経済・社会水準の維持を図

るには、限られた労働力でより多くの付加価値を

生み出し、１人当たりの所得水準を高めることが
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必要となってきます。そこで、本市の労働人口の

状況と推移についてお尋ねいたします。 

  大項目の３点目、各種検討委員会の位置づけな

どについての質問に入ります。 

  本市では、学校給食検討委員会、新庁舎建設検

討市民委員会、雪対策総合計画検討委員会、教育

振興基本計画検討委員会、市立学校適正規模・適

正配置等検討委員会、都市計画マスタープラン及

び立地適正化計画検討委員会などを設置し、計画

等について市民や有識者などの参加を得、各種計

画等について検討されてきました。 

  まず、検討委員会はどのような場合に設置され

るのでしょうか。また、各種検討委員会の位置づ

けはどのようになっているでしょうか。そして、

検討委員会の役割についてもお聞かせください。 

  次に、パブリック・コメント制度についてお尋

ねします。 

  パブリック・コメント制度は、基本的な計画、

制度などを策定するときに、施策の案などを公表

した上で、市民の皆様から意見を募集し、それら

の意見を参考に施策の決定を行うとともに、提出

された意見とそれに対する本市の考え方を公表

する制度です。この制度は、政策形成過程におけ

る市民参加の機会を確保するとともに、市民の皆

さんへの説明責任を果たして、行政の公平性と透

明性を向上させることが目的です。 

  今年度は学校施設長寿命化計画（案）、公共施

設等総合管理計画個別施設計画（案）、昨年度に

は国土強靱化地域計画（案）、生活排水処理基本

計画（案）、第３次食育推進計画（案）、教育振

興基本計画（案）などなど、多くのパブリック・

コメントを実施しています。 

  そこで、改めてお聞きしますが、パブリック・

コメントはどのような場合に実施するのでしょ

うか、お聞かせください。 

  以上で壇上からの質問を終わります。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、１、森林病害虫等

の被害についてと、２、少子高齢化についてのう

ち、（３）労働力人口の推移についてお答えいた

します。 

  初めに、本市の近年のナラ枯れ被害状況につい

てお答えいたします。 

  毎年９月頃に県と市で実施いたします森林病害

虫等被害概況調査によりますと、平成27年度がナ

ラ枯れ被害のピークで、被害本数は8,904本であ

りました。その後、減少傾向にあり、令和元年度

には1,096本、令和２年度は1,782本となっており、

現在ではピーク時の約20％となっている状況に

あります。 

  次に、本市の特定ナラ林の被害についてであり

ますが、毎年被害調査を実施し、予防処理や被害

木処理を行っております。本市の特定ナラ林５地

区におきましては、その年に発生した被害木を処

理した年度の実績でありますが、平成23年度の

328本をピークとして減少傾向にあり、令和元年

度はゼロ本、令和２年度は32本となっており、ピ

ーク時の約10％となっております。予防処理を計

画的に実施している効果もあり、本市全域の被害

状況に比べ、より減少傾向があったものと考えて

います。 

  次に、本市のカツラマルカイガラムシの被害状

況についてです。森林病害虫等被害概況調査によ

りますと、平成27年度が被害のピークで、被害面

積は92ヘクタールでありました。その後、急激に

減少し、令和元年度は0.03ヘクタール、令和２年

度は被害が発生しておらず、現時点におきまして

は終息しているものと考えております。 

  次に、本市の熊剝ぎによる被害状況と対策につ

いてですが、森林病害虫等被害概況調査によりま

すと、推定被害本数は、令和元年度は4,930本、

令和２年度は5,890本となっており、毎年被害が

拡大している傾向にあります。 

  市としましては、有害鳥獣対策として猟友会に

捕獲をお願いしておりますが、それ以外にも希望
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する森林所有者の方に対して、被害予防効果のあ

ります熊剝ぎ防止テープを配付し、その設置方法

についての研修も実施しております。しかしなが

ら、４年から５年で自然分解してしまうテープの

性質や、テープを立木１本にそれぞれ巻く労力が

必要であること、植林面積が広大であることから、

その対策については苦慮している状況にありま

す。 

  次に、被害木の処理方法についてですが、ナラ

枯れは、議員の御意見にありましたとおり、カシ

ノナガキクイムシが媒介となり、その虫が６月初

旬に木の中から一斉に飛び立ち、被害が拡大して

いきます。特定ナラ林については、飛び立つ前に

被害木を伐採し、その場で薬剤で幹と根株を被覆、

薫蒸する駆除を実施しております。また、被害予

防としては殺菌剤を注入し、病原菌の繁殖を防ぐ

ことも行っておりますが、その効果は４年から５

年でありますので、継続的に実施していく必要が

あります。 

  熊剝ぎについては、先ほど述べたように、熊剝

ぎ防止テープによる予防を推奨しておりますが、

被害木の処理については、周囲の間伐に併せて、

市の単独補助金であります森林保育推進事業費

補助金などにより、早期伐採を森林所有者に推奨

しているところです。 

  次に、被害木の資源としての活用についてであ

りますが、これまでナラ枯れ被害木は処理された

後、集積・運搬等の経費・経済性を考慮し、山へ

存置し、自然に返す手法を取っておりました。市

としては、ＳＤＧｓやゼロカーボンシティ宣言を

踏まえ、関連業界との連携の下、ナラ枯れ被害木

を含む広葉樹材を、発電用チップや木炭製造燃料

などとして有効活用を進めるべく、被害木利用の

促進を検討していきたいと考えております。 

  次に、２の（３）労働力人口の推移であります

が、労働力人口は、15歳以上の人口のうち、就業

者と完全失業者を合わせた人口ですが、本市にお

きましては、５年に一度実施される国勢調査によ

り、その数字を把握しているところです。 

  その国勢調査の結果によりますと、本市の労働

力人口の推移は、平成17年度が４万8,099人、平

成22年が４万3,874人、平成27年が４万3,013人と

なっており、平成17年度から平成27年度までの10

年間で約5,000人の減少となっております。なお、

令和２年の国勢調査の結果につきましては、来年

度以降に公表される予定でありますので、その結

果についてはまだ把握できない状況にあります。 

  なお、総務省では、一定の統計上の抽出方法に

基づき選定された、全国約４万世帯の方々を対象

に、毎月労働力調査を行っており、全国及び東北

管内の推計値を公表しております。参考までにそ

の数値を申し上げますと、国全体の労働力人口の

推移については、平成27年が6,625万人でありま

したが、令和２年には6,868万人と、５年間で約

243万人増加している状況にあります。続いて、

東北管内の状況を見ますと、平成27年が464万人

であったのに対し、令和２年が465万人と、５年

間で約１万人の増となっております。 

  本市及び国、東北管内の状況はこのとおりとな

っておりますけれども、議員の御意見にありまし

たとおり、市としましても、労働力人口が減少し

ていくことは、今後産業界のみならず、地域社会

全体に及ぼす影響が様々考えられることから、大

変危惧しているところであります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

  〔安部道夫市民環境部長登壇〕 

○安部道夫市民環境部長 私からは、２の（１）人

口推移と出生率の推移についてお答えいたしま

す。 

  初めに、本市の住民基本台帳における人口の推

移でございますが、平成27年度末は８万3,175人

であったものの、令和元年度末には７万9,351人

と８万人を下回り、令和２年度末には７万8,446

人にまで減少し、平成27年度から令和２年度まで

の間で4,729人減少いたしました。同じ期間を年
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代別で見ますと、ゼロ歳から14歳までの若年人口

は1,544人減少し、全体の11.6％、15歳から64歳

までの生産年齢人口は4,031人減少し、全体の

57.08％となっております。一方、65歳以上の老

齢人口は846人増加し、全体の31.28％となりまし

た。 

  次に、本市の合計特殊出生率の推移でございま

すが、こちらは県において算出している数字です

が、最新のデータである令和元年は1.32で、県平

均1.40を下回っております。過去の数字といたし

ましては、平成27年は1.29でしたが、直近の数字

といたしましては、平成29年は1.41、平成30年は

1.34となっています。これらのデータを見まして

も、本市において少子高齢化による人口減少は進

行している状況にございます。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私からは、２の（２）

少子化対策についてお答えいたします。 

  少子化対策については、市の様々な部署がそれ

ぞれの視点に立ち対策を講じているところです。 

  まず、結婚支援についてですが、本市の婚活支

援策としましては、市内17地区から選出された委

員で構成する出逢いの機会づくり応援委員会の

設置、婚活コンシェルジュの配置によるお見合い

や婚活イベントの実施、民間の婚活イベント開催

補助などを行っています。また、今年度からは、

結婚新生活支援事業補助金の交付を行い、結婚間

もない夫婦の新生活を支援しています。 

  次に、母子保健においては、不妊に悩み、不妊

治療を受ける夫婦にとって、その費用は高額で経

済的負担が大きい状況にあることから、本市では

特定不妊治療費助成事業に加え、一般不妊治療費

助成事業を令和元年度から行い、不妊に悩み妊娠

を希望している方を経済的な面から支援してお

ります。 

  また、出産・育児に対して不安感や孤立感を抱

くことなく、安心して妊娠・出産・子育てができ

るよう、子育て世代包括支援センターを中心に、

妊娠期から切れ目のない支援を行っているとこ

ろです。当該センターでは、母子健康手帳交付時

に、保健師・看護師などの資格を持つ母子保健コ

ーディネーターが面談し、妊婦の心身の状態を確

認しながら、出産に向けた必要な情報提供を行っ

ており、妊娠期や赤ちゃんの成長に合わせた講座

も行い、育児相談に応じながら育児の負担軽減を

図っているところです。 

  子育て支援の分野では、子育て世代の経済的負

担軽減策として、市が設定する保育料については、

国の基準の約70％に抑えており、また多子世帯の

本市独自の負担軽減として、３歳未満児の小学６

年生から数えて第３子以降の保育料の無償化を

継続しながら、３歳以上については副食費の無償

化を行っています。令和２年４月からは、子育て

支援医療給付事業について、対象範囲を高校３年

生などまで拡充したところです。 

  少子化対策については、今後とも市全体で取り

組んでまいりたいと考えています。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

  〔後藤利明総務部長登壇〕 

○後藤利明総務部長 私からは、３、各種検討委員

会の位置づけ等についてのうち、検討委員会はど

のような場合に設置するのか、検討委員会の位置

づけ及び役割についてお答えいたします。 

  検討委員会は、一般的に行政機関の長等が市民、

有識者、関係団体の代表者などから施策の推進に

当たり、幅広く意見を聞く場合に、必要に応じて

設置するものと認識しております。設置する目的

については、複雑高度化している行政需要に対応

するために専門的な知識や技術を活用する場合、

様々な利害を中立的な立場から調整する場合、さ

らに第三者の視点を入れることにより公正な行

政執行を図る場合、さらに研究や連絡調整、啓蒙、

啓発を目的とする場合など、検討委員会が担う役
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割によって多岐にわたっております。 

  検討委員会の位置づけにつきましては、地方自

治法第138条の４第３項に基づき、法律または条

例の定めるところにより、執行機関の附属機関と

して位置づけられる場合と本市の要綱により私

的諮問機関として位置づけられる場合がありま

す。 

  検討委員会の役割につきましては、執行機関の

附属機関としての検討委員会であれば、執行機関

の施策を推進するに当たって、特定の事項につい

て結論を導き出すために調査や審査を行うこと、

あるいは執行機関の諮問に応じて議論・検討し、

見解を示すことなどの役割があるものと考えて

おります。 

  また、私的諮問機関としての検討委員会であれ

ば、短期的かつスポット的に招集されるもので、

委員からの意見聴取、意見交換、情報共有などの

場としての役割があるものと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、３、（４）の

パブリック・コメントはどのような場合に実施す

るのかについてお答えいたします。 

  本市では、市民と行政との協働による開かれた

市政の推進に資することを目的とし、平成18年９

月に米沢市パブリック・コメント制度実施要綱を

制定し、パブリック・コメントを実施してまいり

ました。 

  この要綱の中で、パブリック・コメントの対象

として、次の５つの項目を定めております。１、

市の基本的な政策に関する計画、指針などの策定

または改廃。２、市民生活に密接に関連する重要

な制度の制定または改廃。３、市民等に義務を課

し、または市民等の権利を制限する制度の制定ま

たは改廃。４、宣言または憲章の制定または改廃。

５、その他市長が必要と認めるもの。以上の５項

目でございます。 

  各担当課においては、この内容に沿って、パブ

リック・コメント制度の対象となるかどうかを判

断するものでございます。 

  私からは以上でございます。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） それでは、ナラ枯れに

ついてですけれども、本市もかなり終息に向かっ

てきて、被害も少なくなってきているとお聞きし

ました。確かにナラ枯れ自体は少なくなっている

と思います。山に入ってみるとよく分かるのです

が、ナラ枯れの林に行くと、何年かでもうほとん

ど倒れてしまって、その後に問題なのはササやぶ

だらけなんですよ。中低木もかなり少ないようで

す。伐採した場合ですと、切り株から自然萌芽し

て、またナラが再生して、その繰り返しで薪炭材

として今まで活用してきたわけなんだけれども、

ナラ枯れの林だとそういうことがないんです。私

もササやぶの後に、次にどうなるのかというのは

ちょっと見ていませんので、これからだといろい

ろ思うのですが、ササやぶの状況になってきて、

自然萌芽が難しいという状況、きちんと将来ビジ

ョンを持って、そのナラ枯れの跡地については、

いろいろと策を講じていかなければならないの

ではないのかなと思うのですけれども、その点は

いかがなものですか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 今の御意見でありますが、民

有林を含む長期ビジョンと捉えたところであり

ます。 

  市では、平成31年４月に施行されました、新た

な森林経営管理制度にのっとりまして、杉などの

人工林と広葉樹などの天然林を含めました施業

の集約化や路網の整備、そして伐採して利用する

ことによって若返りを図ることで、広葉樹の循環

利用による持続可能な森林整備を目指していき

たい、そのようなビジョンで考えているところで

あります。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 
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○１８番（我妻德雄議員） それは分かるんです。

やっぱりきちんと今の段階でもビジョンを持っ

て進めていかなければ駄目なのではないか、シス

テム化していく、若い木ほどナラ枯れにかかりに

くいというのは統計的に分かっていますから。今

までの現状からいって、ナラ枯れが何十年か周期

で襲ってきていますので。それを切ることによっ

て発生を抑えてきていたので、それを少し積極的

に進める、そういうことが必要だと思うのです。

その点、どうですか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 貴重な森林資源を守っていく

上でも、しっかりとそのような対策は取っていか

なければならないと考えております。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） ぜひよろしくお願いし

ます。 

  時間がないので、３項目めの検討委員会、パブ

リック・コメントについてお伺いします。 

  設置要綱などについては分かりました。だとす

ると、教育委員会にお聞きしますけれども、学校

給食検討委員会では、基本的に何を検討すること

にしたのでしたか。設置要綱に書いてある中身で

言いますと、給食の方式を第一義にやると。その

他必要の事項と私は読み取るのですが、そういう

ことでよろしいですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 米沢市学校給食検討委員

会は、学校給食を効果的かつ効率的に実施すると

ともに、学校給食の一層の安全性の確保及び食の

教育の充実を図れるよう、給食の在り方について

検討することを目的として設置しております。 

  検討委員会におきましては、米沢市学校給食検

討委員会設置要綱第２条第１号で規定するとお

り、学校給食の調理方式について現状や問題点の

洗い出しを行い、メリットやデメリットを整理し

ていただきました。その結果として、どの方式に

も課題があるということを踏まえ、第２条第２号

に基づき、「本市学校給食のあり方について～学

校給食で大事にしてほしいこと～」を取りまとめ、

学校給食として目指すもの、すなわち守るべきこ

とを検討していただいたところです。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） 学校給食検討委員会の

報告書では、自校方式が最も望ましい。②として

自校方式ができない場合においては、親子方式の

継続や給食センター方式を検討すべきであると

いう結論だったと思います。にもかかわらず、米

沢市中学校給食基本方針、先日出した方針では、

検討委員会の報告と異なる中学校の調理方式、セ

ンター方式というのを出していますけれども、学

校給食検討委員会の報告と異なる結論に至った

のはどうしてなのでしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 検討委員会の中では、ど

のような調理方式でも本市の学校給食の在り方

を示すことで、方針がぶれることなく、子供たち

のための給食であるということを大事にしてほ

しいという検討委員会の願いとして受け止め、教

育委員会で策定いたしました米沢市学校給食基

本方針の中に最大限取り入れさせていただきま

したので、学校給食検討委員会の結論とは異なる

ものといったことには全く当てはまらないと考

えております。 

  学校給食検討委員会報告書の中では、学校給食

で大事にしてほしいことを記した上で、本市の課

題に触れ、学校給食の実施方法について出された

意見を記載しておりますが、自校方式の優位性を

挙げながらも、現在の施設の問題点や労務環境、

教育活動に支障が生じない整備の在り方につい

ては課題としてお示しいただき、その検証を教育

委員会に付託する形で、総合的な意見として調理

方式をまとめていただいております。 

  教育委員会としましては、検討委員会から託さ

れた検討課題について検証し、学校給食を途切れ

ることなく提供することが最重要課題と捉え、小
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学校は自校方式の継続を基本とし、中学校につい

ては、親子方式は問題点が多い、また自校方式で

は、現在の敷地に給食施設を新設することが困難

であること、加えて既存施設改修時のバックアッ

プ機能を担うことができることなどから、センタ

ー方式を選択することといたしております。 

○相田克平議長 できるだけ簡潔にお願いします。 

  我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） 私が言いたいのは、報

告書の、これらの意見を総合すると、本市学校給

食の在り方としてはということで、先ほど言って

いる。前文の部分のことではなくて、結論として、

検討委員会の報告はこういうことだと言ってい

るのだと思います。この文章を読み解くと、自校

方式が最も望ましいと、学校給食の在り方として

はと、文言としてはそういうふうに捉えるのが普

通ではないですか。これらの意見を総合すると、

前段からずっと言ってきて、最後の結論の部分を

言っている。そういうふうに捉えるのが、この文

章の捉え方だと思いますが、いかがですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 報告書の中にそのように

記載されており、その続きとして、検討委員会に

おいて、在り方について検討を行った結果を報告

する、併せてその続きとしまして、子供たちにと

って望ましい給食の在り方について検討を行い、

さらに教育委員会においては、検討委員会の意見

を踏まえた上で具体的な方策を策定し、速やかに

実現に向けということで、全校同じ方式とするの

ではなく、最適な方式を組み合わせることもあり

得ると記載いただいております。そのような報告

と受け止めております。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） もうどこが大事だとか、

そういうことを言っても堂々巡りになるのでし

ょうから、この件についてはかなり話をしてきま

した。 

  しかしながら、設置要綱に書いてあるのは、給

食の在り方、方式について検討していただく。あ

と、その他必要なことと２項目しかないんですよ、

検討委員会に求めたものは、文言的には。だとす

れば、給食の調理方式について、第一義であるな

らば、それを尊重するのが基本だろうと思ってお

ります。そのことについても堂々巡りになってし

まうので、これ以上は聞きませんけれども、正直

結論を出すに至って、教育委員会を開催するまで、

７回ほど協議会・勉強会をしたと市政協議会で報

告いただいております。いつからこれ始まったの

でしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 協議会で報告書を頂いて

から検討を始めたので、２月、報告書を頂いてか

らになりますが、その前、１月には検討委員会の

経過報告もさせていただいております。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） そうすると、１月を含

めて７回協議会・勉強会を開いて、そのことを話

した。中間報告をしたともお聞きしていますけれ

ども、そういう見解でよろしいですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 ７回という数につきまし

て、前回、市政協議会の中で数字を申し上げてお

ったと思います。１回分につきましては、予定し

ていたところで、他の案件がありまして、時間が

なく、資料をお渡しするのみということで、実質

お話をさせていただいたのは、１月を除けば６回

となります。大変申し訳ありませんでした。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） ６回の中で、きちんと

議論を進めて、どのぐらい話をしてきたのか、勉

強会も含めてやったのか、ぜひ教えていただけれ

ばということをこの間言ってきました。２月３日

から、４月半ば頃か、市政協議会で報告があった

のが30日でしたから、その間に６回重ねてやった

ということで間違いないということでよろしい

ですね。 
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○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 はい。報告書を頂いてか

らは、協議会と勉強会を合わせまして６回させて

いただいております。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） もう１点お聞きします

けれども、先ほどパブリック・コメント制度につ

いて御答弁をいただきました。教育委員会もいろ

いろとその都度、パブリック・コメントをやって

いるわけなのですが、今回の学校給食基本方針案

について、パブリック・コメントを実施しません

でしたが、それはどうして実施しなかったのでし

ょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 先ほどありましたように、

パブリック・コメントにつきましては、各担当課

において判断するものと捉えております。教育委

員会としましても、その都度判断してまいりました。 

  今回につきましては、検討委員会が有識者、公

募を含め、市民の代表の方々で組織されているこ

と、７回にわたり御協議いただき、多岐、多様に

わたる御意見を頂戴したことと認識しておりま

す。その中におきまして、学校給食としての目指

すもの、大事にしてほしいことなど、最大限基本

方針の中に取り入れさせていただきましたので、

市民の方のお考えを十分に反映されたものと捉

えております。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） 昨年度、米沢市教育振

興基本計画案についてパブリック・コメントを行

っていますけれども、これ検討委員会しませんで

したか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 申し訳ございません。詳

しい経過について、承知しておりませんでした。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） 私から申しますけれど

も、第２期米沢市子ども読書活動推進計画や、平

成29年度米沢市立学校適正規模・適正配置等基本

計画案については、パブリック・コメントも実施

しています。適正規模については検討会もしてい

ますよね。だけども、給食については、どうして

やらなかったのでしょうか。片方で、両方やって

いますよ。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 繰り返しになって大変申

し訳ありませんが、検討委員会で頂戴した多岐に

わたる御意見を十分に反映させて、作成させてい

ただいたということで捉えております。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） パブリック・コメント

の実施要綱の第３条では、パブリック・コメント

制度を実施しないことができる、その項目が定め

られています。それは、迅速または緊急な対応を

要するもの、軽微な変更と認められるものの６項

目です。米沢市学校給食基本計画案は、私が読み

解く限り、このしなくてもいいことに適用できな

いというか、いずれにも該当しないと思うのです。

その点はいかがですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 先ほども申し上げました

とおり、多岐、多様にわたる御意見を頂戴してい

るということで、それを最大限反映したというこ

とを判断にしております。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） 正確に答えていただき

たいのですが、パブリック・コメント制度と、米

沢市できちんとホームページにも載せている制

度にしなくてもいいというのは６項目しかない

と。それに該当しないべ、どうなんですかとお聞

きしています。 

○相田克平議長 答弁お願いします。 

  企画調整部長、パブリック・コメントの実施要

綱等について。 

  暫時休憩します。 

 



-67- 

午後 ０時０７分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ０時０９分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁をお願いいたします。山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 調理方式について御意見

をまとめていただいた中で、検証を教育委員会の

中で行いました。検証を行う過程の中で、中学校

につきましては、調理場の整備によって、他の教

育活動に支障が生じる場合、その教育活動を優先

すべきであるという視点から、統合後、使用する

中学校の敷地内に給食施設を新設することはで

きないと結果を出しました。したがいまして、中

学校の自校方式の可能性については、検討ができ

ないと判断いたしましたので、パブリック・コメ

ントを実施いたしておりません。 

○相田克平議長 つまりは、緊急性ということです

か。我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） 私、そういうことを聞

いていません。この６項目で制度を決めているの

で、どれに該当しますかとお聞きしているのです。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 ３番の裁量の余地がない

ものというところに、中学校の自校方式の可能性

について、当てはまるのではないかという判断を

いたしております。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） これも市政協で何度も

話をしましたが、（仮称）南西中学校はこれから

建てるんですよ。裁量の余地がないんですか。検

討もしていない。非常に苦しい答弁のように思い

ます。本当に市民意見をきちんと聞いて、市民の

皆さんに今の給食をこういうふうに変えていき

たいんだと。そうするためには、やっぱりパブリ

ック・コメントをきちんと実施して、教育委員会

での考え方をきちんと出しながら、将来の子供た

ち、お母さんたちがどう考えるか、それをいろい

ろ意見をいただいて判断していく。そういうこと

が何よりも大事だったのではないですかね。パブ

リック・コメントのこの裁量の余地がないものな

んて、とんでもないですよ、当てはまりませんよ。

（仮称）南西中学校、これから建てるんだもの。

それも検討もしていない。いかがですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 教育委員会といたしまし

ては、やはり一中、四中に建設する場所がないと

いうことで、中学校に関しましては一緒に考えて

いくということで、（仮称）南西中学校につきま

しても、一中、四中と同じようにセンターを建て

ていくという、こちらでの検証をしたところでご

ざいます。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） 時間がないから、私こ

れでやめますけれども、検討委員会の検討を一生

懸命した人たちが、まだ説明も受けていない。ど

うして、あの検討内容からセンター方式になるの

でしょうかというお話もいただいたこともあり

ます。再度御検討をお願いして、私の質問を終わ

ります。 

○相田克平議長 以上で18番我妻德雄議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時１３分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時０９分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、本市のまちづくりについて外１点、14番

山村明議員。 

  〔１４番山村 明議員登壇〕（拍手） 
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○１４番（山村 明議員） 櫻田門の山村明でござ

います。新しい議場で初めての一般質問というこ

とで、非常に新鮮な気持ちでおります。 

  早速質問に入ります。 

  １つ、本市のまちづくりについて。 

  ６月２日の地元新聞の記事に、米沢の代表的な

ホテル、築約30年のホテルが９月末で営業終了と。

売却先が見つからなければ、建物を解体して土地

の売却も視野に入れるという記事と、老舗デパー

トの解体工事が始まり、来年３月に解体が完了す

る予定と出ていました。 

  人口減少に不況とコロナ自粛が重なって大変な

状況になってまいりました。本市においては図書

館の建設、市役所の建て替え、市立病院の建て替

えへと進んでおりますが、まちづくりの基本的な

計画を進めるための政策、方針はどのように考え

ているのかお聞きしたいと思います。 

  市役所と市立病院やＪＲ米沢駅などの主要施設

の配置と交通アクセスをどのようにしていくの

でしょうか。 

  小学校、中学校と高校の統廃合の配置とその通

学方法はどのように考えているのか。また、中高

一貫校の配置はどのようにまちづくりとして考

えているのかお伺いします。 

  最近、本市内で民間の大きな空き地や企業の事

業停止の話が出てきました。これを何とか生かし

たまちづくりをできないものでしょうか。 

  ２つ、本市施設の給食について。 

  近頃、学校給食について市当局に対して厳しい

態度で臨んでおられる議員がおられるように思

います。私も米沢市の給食への思いを述べさせて

いただきたいと思います。 

  市立病院の給食の実態はどうなっているのか。

市立病院給食の入院患者への調理・配膳はどうな

っているのかお聞きします。 

  学校給食の実態はどうなっているのか。学校給

食の生徒への調理・配膳はどのようになっている

のでしょうか。 

  給食の効率性は検討されてきたのか。給食の費

用対効果、効率性は今までどのように検討されて

きたのかお伺いいたします。 

  以上、１回目の質問を終わります。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、１、本市のま

ちづくりについてのうち、（１）公共施設の配置

整備とアクセスについてお答えいたします。 

  本市は、ＪＲ米沢駅や市役所、市立病院など、

主要な公共施設の多くが市街地内に整備されて

おりますが、まちの成り立ちもあり、各所に点在

している状況にございます。このため、昨年度策

定した立地適正化計画におきましては、基本方針

の一つとして、暮らしに密接する都市機能が確保

された都市づくりを掲げ、市街地内及び市街地と

周辺地区を結ぶ公共交通の利便性を高めること

により、高齢者などを含めた多くの市民が、買物

や通院、公共施設利用などの都市機能サービスを

享受しやすい都市づくりを目指すこととしてお

ります。 

  また、同じく昨年度策定したまちづくり総合計

画の後期基本計画においては、重点事業の一つと

して、コンパクト・プラス・ネットワークのまち

づくりの推進を掲げ、将来にわたって持続可能な

都市を構築するためには、地域公共交通と連携し

た密度の高いコンパクトなまちづくりが重要な

ことから、米沢市地域公共交通計画を策定し、持

続可能な公共交通ネットワークの形成を推進す

ることとしております。 

  この地域公共交通計画につきましては、地域に

とって望ましい公共交通網の姿を明らかにする

マスタープランとしての役割を果たすものであ

り、昨年度と今年度で策定に取り組んでいるとこ

ろでございます。 

  現在の人口減少・少子高齢化社会を見据えると、

市街地内の公共施設やＪＲ駅などの主要な拠点

を有機的に結びつける公共交通ネットワークの
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形成は特に重要であると認識しておりますので、

そうした方針を計画に定めていきたいと考えて

おります。 

  また、計画策定後には、計画の内容に基づき具

体的なバス運行などの見直しを行っていく予定

でありますが、ＪＲ米沢駅や市役所、市立病院、

ナセＢＡ、すこやかセンターなどを効果的・効率

的に結び、より利便性が高く、誰もが利用しやす

い公共交通ネットワークを整備していきたいと

考えております。 

  私からは以上でございます。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私からは、１の本市のまちづく

りについてのうち、（２）の学校の配置と通学方

法についてと、２の本市施設の給食についてのう

ち、（２）の学校給食の実態はどうなっているか

と、（３）の給食の効率性は検討されてきたのか

についてお答えいたします。 

  初めに、１の（２）学校の配置と通学方法につ

いてお答えいたします。 

  本市の小中学校の通学状況につきましては、小

学校では万世小学校、上郷小学校、松川小学校及

び南原小学校において路線バス等の公共交通機

関やスクールバス、タクシーを利用して通学する

児童がおりますが、それ以外の市内小学校児童は

登校班を組み徒歩で登校しております。 

  中学校では、徒歩、自転車、タクシー及び公共

交通機関等を利用し通学しておりますが、公共交

通機関の利用については、通学距離６キロ以上が

１年を通して、４キロメートル以上６キロメート

ル未満については、12月から翌年３月末までの４

か月間に限り認めており、通学費の補助も行って

いるところです。また、第二中学校については、

統合準備委員会の中で旧南原中学校の生徒の通

学方法が協議され、スクールバス等により通学す

ると決定されたため、現在スクールバスとジャン

ボタクシーを利用し登校しているところです。 

  通学距離についての国の考え方は、小学校でお

おむね４キロメートル以内、中学校でおおむね６

キロメートル以内であることが適正とされてい

ますが、通学については距離だけではなく地理的

な事情や降雪等の気候などの観点からも考慮す

ることが必要であるとされております。 

  本市では、今後、学校統合を進めていく中で校

区も広範囲になりますので、従来の４キロメート

ル、６キロメートルという距離による考え方を踏

まえつつ、地理的な事情や通学の安全確保、交通

手段等について統合準備委員会において意見を

お聞きしながら、総合的に勘案し判断してまいり

たいと考えております。 

  次に、中高一貫校についてお答えいたします。 

  本市では、重要事業要望書の中で中高一貫校設

置の検討について掲げ、これまで継続して要望し

ているところです。中高一貫校は、県下一円が校

区となり、中学校については選抜試験による入学、

高校については選抜試験による入学及び併設型

中学校からの進学となります。通学方法について

は、東桜学館を例に見てみますと、中学、高校と

もに電車、バス、自転車、徒歩及び自家用車によ

る送迎と多種多様であります。 

  現在、県では（仮称）庄内中高一貫校の開校に

向けて準備を進めておりますが、将来的には県内

４学区への設置が検討されておりますので、今後

も継続して県へ要望してまいります。 

  続きまして、２の（２）学校給食の実態はどう

なっているのかについてお答えいたします。 

  本市では、給食の提供について、小学校におい

ては自校方式、中学校においては学区内の小学校

で調理した給食を配送する親子方式により実施

しています。親子方式による中学校の給食実施に

ついては、平成20年度から順次開始され、平成23

年度に全ての中学校で実施されました。 

  １日の給食調理業務の流れについてですが、各

小学校で作業手順が若干異なる部分があり、全て

一様ではありませんが、おおむね次のとおりです。 
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  まず初めに、業者から納入される食材の検収を

行います。その後、調理師全員で当日の調理作業

工程や動線の確認を行った後、食材の下処理を行

い、調理作業に入ります。親子方式による調理業

務を行っている小学校では、先に中学校の給食を

調理し、おおむね11時前後に完了、その後自校の

調理に入ります。小中学校ともに校長による検食

を行い、異常がないことを確認した後、子供たち

に給食が提供されます。小学校では児童が配膳室

から教室まで食缶を運び、中学校では配送された

コンテナから教室まで生徒が運びます。その後、

配膳した後に給食を食べます。給食終了後は、先

に小学校の食器が返却されますので、洗浄、片づ

けを行います。その後、配送業者により中学校か

ら食器等が運ばれますので、次にそちらの洗浄、

片づけを行います。調理釜などの器具等の洗浄、

調理室の清掃が終わると、翌日の調理業務の確認

などを行い、一日の業務が終了します。 

  続きまして、２の（３）給食の効率性は検討さ

れてきたのかについてお答えします。 

  このたびお示ししました、米沢市学校給食基本

方針は、今後進めていく小中学校の統合の中で、

学校給食の果たす役割やその教育効果を十分に

発揮し、安全で安心な給食を持続的に提供し続け

ていくため定めたものです。 

  教育委員会では、この基本方針の実現に向け、

小学校は自校調理方式を継続し、中学校は給食施

設を新設し、将来にわたる効果や効率性を考え、

給食の安定した提供を目指し、共同調理方式とし

たところです。 

  今回、中学校について、同じ施設を複数設ける

のではなく、１か所に集約する共同調理方式を選

択したことについては、給食の効率性も大きな理

由の一つとして挙げられます。さらなる給食の費

用対効果や効率性については、給食施設の運営方

式も大きく関わるところであり、今後の検討課題

と捉えているところです。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

  〔吉田晋平建設部長登壇〕 

○吉田晋平建設部長 私からは、１の本市のまちづ

くりについてのうち、（３）民間の大きな空き地

を取り込んだ開発についてお答えいたします。 

  本市におきましては、多くの地方都市と同様、

急激な人口減少などに起因し、空き家などの増加

や商店の廃業などにより、低未利用地が増加する

傾向にあります。特に規模の大きな事業所の撤退

などがあった場合で、その後の土地利用が図られ

なかった場合においては、比較的面積の広い空き

地が発生してしまう状況も見受けられるところ

であります。 

  このような状況が続きますと、都市の低密度化

が進み、都市機能の低下を招きかねないという課

題を踏まえて、令和２年12月に策定した米沢市立

地適正化計画において、基本方針として、低未利

用地の有効活用を図るなど、効率的で持続可能な

集約型の都市づくりを目指すことを明記したと

ころであります。 

  なお、現状におきましては、低未利用地の有効

活用に関して、特に大きな空き地の活用に関する

具体的な事業はないところでありますが、民間事

業者などでの活用を基本としながら、必要に応じ

て、市として可能なものについて支援していきた

いと考えているところであります。 

  私からは以上となります。 

○相田克平議長 渡邊病院事業管理者。 

  〔渡邊孝男病院事業管理者登壇〕 

○渡邊孝男病院事業管理者 私からは、まず２の市

立病院の給食の実態についてお答えいたします。 

  市立病院における入院患者等への給食の提供業

務につきましては、平成22年度から民間委託を行

っております。調理・配膳は当該委託業務の一部

として、受注業者が関係法令やマニュアル等を遵

守し、行っております。 

  委託業務の内容につきましては、調理・配膳の

ほかに、食材の購入、下膳、食器の洗浄・消毒な
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どがあります。毎日朝・昼・晩の３食、それぞれ

約200人分の給食を提供するため、勤務のシフト

を組みながら、20名程度の人員でそれらの業務を

行っております。 

  次に、市立病院の給食業務の費用対効果、効率

性の検討についてお答えいたします。 

  市立病院における患者給食業務を民間委託とし

ました理由につきましては、公立病院改革等の経

営改善計画に基づき、経費節減や患者サービスの

向上、並びに民間活力の活用による経営基盤の強

化を目的として行ったものであります。 

  民間委託としたことにより、直営で行っており

ました平成21年度と比較し、主に調理師の人件費

分約4,800万円の経費節減となりました。これは、

当時、市立病院療食科に勤務していた調理師を、

学校給食に配置替えできたことによるものです。 

  病院における患者給食業務は、医療行為の一環

として実施されるものであり、安全で安心な給食

を継続的かつ安定的に提供することが重要であ

ります。今後もコスト削減と給食の質の維持向上

の両面を重要視しながら、民間委託を継続してま

いりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○１４番（山村 明議員） ありがとうございまし

た。 

  まず、まちづくりでありますけれども、我々会

派櫻田門で昨年９月に石巻市のまちづくりを視

察してまいりました。米沢市は市役所の建て替え

で、今市立病院も着工されつつある状況でありま

す。石巻市もかつてはＪＲ石巻駅と市役所と市立

病院がばらばらにあったわけでありますけれど

も、実は駅前にあったデパートが撤退したという

ことで、その駅前のデパートを買い取って、市役

所がそこの２階から上の部分に、駅前の元デパー

トに入った。その後に東日本大震災に遭いまして、

北上川河口近くにあった市立病院が壊滅的な被

害を受けたと。市立病院をどこに持っていこうか

ということで、郊外に２か所、あと駅前に石巻市

で所有していた駅前駐車場、これが7,500平方メ

ートル、ここはあまり面積が広くないので、ここ

には来ないだろうという市民の予想があったよ

うでありますけれども、最終的にこの駅前駐車場

に６階建ての市立病院と立体駐車場160台分を合

わせた建物を建てたということで、一気にＪＲ石

巻駅と市役所と市立病院、これが本当に隣り合っ

て駅前にできたと。 

  これを見てきまして、米沢市も市役所と市立病

院の建て替えということでありますけれども、今

までどおり、駅は東地区にあって、市役所は北、

市立病院は南ということで、米沢市も主要な公共

施設を建て替えた割には、石巻市と比べると何も

変わっていないなという感じがしたわけです。 

  石巻市のこのパターンを見ますと、まさにコン

パクトシティーを本当にやっているのではない

かと見えたわけでありますけれども、これから高

齢者は免許証を返上してくださいとか、そういう

ことになってきますと、米沢市は冬は雪が降って、

なかなか交通弱者にとっては厳しい状況で、どう

も公共施設の配置とこれからの超高齢社会、交通

弱者などにとっては困った状況になるのかなと

思えるわけでありますけれども、その点コンパク

トシティーというまちづくりのコンセプトを米

沢市が持っているのかどうなのか。交通アクセス

を主体にして、今の状況のままでいくのか。米沢

市のまちづくりの基本的な考え方が、どうも見え

てこない、弱いという感じがするのですが、その

辺いかがでしょうか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 様々な都市機能が集約された

都市施設が中心部に一極集中ということで、その

ように立地することにつきましては、都市構造上、

望ましいものと捉えているところであります。 

  本市の場合、市庁舎、市立病院、駅などの都市

施設の立地につきましては、石巻市のように一極

集中とまではいきませんが、比較的コンパクトな
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エリアの中に集約されているのではないかとい

う認識を持っているところであります。 

  このような状況に加えまして、公共交通などの

充実を図っていくことで、公共施設や商業施設な

どの生活サービス機能をより利用しやすい都市

構造としていく、いわゆるコンパクト・プラス・

ネットワークの考え方が、本市が目指すコンパク

トシティーの形であるという捉え方をしている

ところでございます。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○１４番（山村 明議員） ありがとうございます。 

  次に、学校の配置と通学方法についてでありま

すけれども、今米沢市はこれから小中学校の統廃

合に入っていくわけでありますけれども、それに

伴って、通学距離がどうしても遠くなっていくの

かなと。今までのあれですと、小学校の適正な通

学距離は４キロまで、中学校は６キロまでとなっ

ておりますけれども、今の時代、今の子供たちに

４キロ、６キロのところを通学するということに

ついては、徒歩でという考え方でした場合には、

非常に現代の状況、子供たちは親に車に乗せられ

て、目的地までドア・ツー・ドアで移動している

わけで、なかなか４キロ、６キロというものにつ

いて、やはり見直しをかけていかなければならな

いのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 確かに子供たち、なかな

か歩く機会というのが、以前と比べたら減ってい

る現状にあるのかなと思っております。小学校、

中学校、それぞれの発達段階に合わせてですが、

先ほど答弁で申し上げさせていただいたとおり、

基準となっておりますところを基にしながらも、

本市の場合、冬期間などの降雪時、あるいは地理

的な事情などもございますので、その観点も考慮

しながら、それぞれ統合に向けた話合いの中で課

題を出し合って解決していくという考えでいる

ところです。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○１４番（山村 明議員） これから公立高校の統

廃合も当然入ってくるわけでありますけれども、

それから中高一貫校をどこに立地するかという

ことになるわけでありますけれども、どうも米沢

市の今までの県立高校の移転については、郊外型

に造ってしまった、なってしまった。ただ、その

後で人口の急激な減少に入って、私立の高校はお

おむね市街地の中にあって、郊外型の県立高校に

対する通学というものが非常に厳しい状況があ

る。特に冬期間。高校については、電車とか、バ

スの公共交通機関で通学する生徒が結構おられ

るわけで、高等学校の再編立地について、あと中

高一貫校の立地につきましては、こういった公共

交通機関の利便性を考えた配置というものは、当

然なされるべきではないかと思いますけれども、

どのように考えておられるでしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 私たちが所管するところ

では、中高一貫校の点になるかと思います。この

件につきましては、重要事業要望の中でも継続し

て要望しているところでございますが、やはり高

校生、しかも、現在ですと中高一貫校につきまし

ては県下一円が校区ということで、通学方法につ

いても多岐にわたるかと思います。利便性なども

考慮しながら、具体的な話になったときには、そ

の辺を踏まえて検討すべきだと思っております。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○１４番（山村 明議員） 次に、民間の大きな空

き地を取り込んだ開発について。 

  今、米沢市内、市街地に結構大きな空き地が目

立ってまいりました。図書館の東側の空き地はじ

め、旧老舗デパートは何か次の計画が出ているよ

うでありますけれども、あと先ほどお話ししまし

た９月末で営業終了のホテルとか、それからこれ

から学校の再編というもので、結構空き地が出て

まいるわけでありますけれども、あと三友堂病院

の跡地とか、かつての南部土地区画整理事業の先

行取得用地とか、結構用地があるので、これをど
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のようにうまく利用していくか。 

  そういった中で、土地を寄せるというか、交換、

集約しながら、公共用地等の確保をして、コンパ

クトシティーのような、市街地を市民の利便性の

高いまちづくりにしていくのも一つの方策かな

と思いますけれども、交換集約しながら土地を寄

せていくという、民間の空き地も利用しながらで

ありますけれども、そういった考え方は、当局は

どのように思っていますか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 御提案のあった、交換などで

コンパクトなまちをつくっていったらどうかと

いう考え方につきましては、立地適正化の観点か

ら、そういう空き地を集約するという観点につい

ては望ましいものと考えているところでありま

すが、具体的な手法などについては、現時点では

想定していないところであります。現時点におい

ては、やはり個々の土地を、民間事業者などの活

用を基本としながら、市が可能なものについて支

援していくという考え方になってございますの

で、御理解いただければと思います。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○１４番（山村 明議員） 次に、本市施設の給食

について。 

  今回、病院について、いろいろ議会と当局でも

かなりエキサイトしている部分もあるわけであ

りますけれども、私が一番思っていますのは、病

院給食というのは年間365日、３食、要するに１

人当たり入院が続いている方ですと年間1,095食

という数字が出てまいります。学校給食について

は、年度当初、コロナ休業の部分があったので、

この部分を除いた当初の計画でいきますと、小学

校で365日のうち201日で、１日１食なわけです。

それから、中学校に関しては、365日のうちの180

日、お昼だけの１食、180日というのは365日の半

分弱なわけでありまして、こういったパターンで

いくと、行財政改革の必要があるのではないだろ

うかと私は思うわけであります。 

  学校給食に関しまして、職員の皆様の給食のな

い出勤日というのは、どれぐらいの日数があって、

給食のない出勤日における業務内容というのは、

どのようなことをなされているのか、その辺をお

聞きしたい。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 ただいまの御質問にあり

ました、給食の実施日数につきましては、例年を

考えますと、小学校が200日前後、中学校が180日

前後というのが、大体例年どおり、同様かなと思

っております。 

  給食調理師の勤務日数につきましては、教職員

と同じく出勤しておりますので、年間で230日前

後と捉えております。もちろん差し引きますと、

給食提供のない日というのもございますが、その

調理がない日につきましては、ふだんできない清

掃、それから点検、そして研修など、日常給食調

理がある日にはなかなかできないような業務を

そこで集中して行っていただいております。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○１４番（山村 明議員） こうやって見てまいり

ますと、病院給食は365日３食、それに対して学

校給食は小学校で201日、お昼１食、中学校で365

日のうち180日１食と、こうなってきますと、給

食はどの程度の金額で１食当たりの食費の単価

というものが出てくるのか。市立病院給食と学校

給食、一応お聞きしておきたい。 

○相田克平議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 当病院では平成22年

度から民間委託ということで給食の提供をして

ございます。ですので、１食当たりの経費といい

ますと、委託料から割り出すしかないわけなので

すが、それで計算しますと食材費抜きで１食当た

り530円ほどというような経費になっております。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 学校給食に係る経費につ

きましては、食材費は保護者から頂戴している分

ということで、小学校は280円、中学校は330円と
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なっております。それ以外の経費といたしまして

は、施設整備費、備品費、光熱水費及び人件費な

どが挙げられますが、平成30年度決算では約４億

2,000万円となっております。年間の食数で算出

してみますと、年間小学校は大体83万食、中学校

39万食当たりということですので、全体を計算し

ますと、食材費を除いて１食当たり340円程度と

いう計算をしているところです。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○１４番（山村 明議員） 学校給食についてであ

りますけれども、１食当たりの単価が、大分少な

い数字が、市政の概要を見ますと出てくるわけで

ありますけれども、こういった公に出る数字に関

しては、我々民間レベルでの意識でいきますと、

人件費や光熱水費も入れた、入っていない額で示

されている数字が出ているのではないか。市政の

概要を見ますと、小学校で１食当たり280円、中

学校で１食当たり330円と出ているわけでありま

すけれども、これは光熱水費や人件費を含んでい

ない数字だから、こういう数字が出てくるのであ

ろうと感じるわけであります。 

  市政の概要を見ますと、令和２年度のところで、

調理師の数は35名、平均年齢で45.4歳、給与平均

で32万3,000円、これに年間賞与が4.35月入りま

すので、ここから計算しますと年収平均で528万

円と。この方々が35名おられるということにしま

すと、単純な掛け算でいくと、年間の人件費、調

理師の分で１億8,483万円という数字が出てくる

わけで、これは大変な数字だなと。学校給食とい

うのは、結局200日とか180日１食の世界で、こう

いったものについては行財政改革が当然図られ

てしかるべきではなかろうかと私は思うわけで

ありますけれども、その辺市当局としてはどのよ

うに考えておられるのか、お聞きします。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 これから、このたび策定

いたしました学校給食の基本方針を推し進める

に当たりまして、具体的なセンターの運営方針を

検討してまいります。その中で、どれほどの財政

縮減効果があるのか、その辺についても見ながら

進めてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○１４番（山村 明議員） それから、小学校も複

式学級のあるところは見直しをして、統廃合を検

討すると言っているわけでありますから、効率性

を考えて、小学校も本当に小さな小規模校はなく

なっていく方向になるわけですので、共同調理、

センター方式を中学校はすると言っているので

すから、将来を見越した上で、一緒にこのたび小

学校も併せて共同調理にするという方向性が出

てもよかったのではないかと思いますが、その辺

はどうでしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 小中学校の統廃合につき

ましては、米沢市立学校適正規模・適正配置等基

本計画の中で、子供たちの学びの姿ということで、

望ましい在り方を検討した結果、今後統廃合を進

めていくというような計画を出させていただい

ております。 

  小学校につきましては、まず複式解消というと

ころから、今現在取り組んでいるところです。 

  給食に関しましては、検討委員会の中でも様々

な御意見を頂戴していましたが、自校方式のよさ

についてはたくさん述べられたところでした。そ

れを受けまして、教育委員会でも基本方針を策定

した際に、方針の実現に当たってというところに

も書かせていただいておりますが、小学校につい

ては、食の大切さ、作り手への感謝の心を育む食

育を目指して、身近で食に触れる機会を大事にし

というところで、自校調理方式の継続を基本とす

ると出させていただいているところです。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○１４番（山村 明議員） このたび、米沢市の学

校給食基本方針というのが出ておりまして、米沢

市の財政を考えると、この基本方針の中に、特に、
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効率性にも配慮した給食を目指しますという文

言が、黒い太枠の中にしっかり入っていなかった

なと私は思ったわけでありますけれども、最後に、

基本方針の実現に当たってのところで、効率性を

考え、給食の安定した提供を目指し、共同調理セ

ンター方式としますと。そして、令和８年度に向

けて整備しますと。なぜこの一番肝腎の黒い太枠

の中に効率性という文言が入らなかったのか、非

常に疑問なのですが、その辺はいかがでしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 給食基本方針、大きく５

つ挙げさせていただいておりますが、短い言葉で

できるだけ分かりやすくまとめたいというとこ

ろもございました。１番の将来にわたり、安定的

に給食を提供しますというところで、基本方針の

要旨を見ていただくと、その下に、それについて

具体的なところで、児童生徒数の推移を考慮し、

効果的かつ効率的な給食の実施体制を構築しま

すということで、将来にわたり安定的にという中

に込めているつもりでございます。御理解いただ

ければと思います。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○１４番（山村 明議員） 今回、中学校の給食セ

ンター化については、どうも異論のある議員もお

られて、もめている部分もあるようですけれども、

市立病院給食を民間委託したときには、こういっ

た反対する議員なり、給食現場の職員の皆さんか

らの異論とかでもめたりはしなかったのでしょ

うか。 

○相田克平議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 当時、私も病院にい

なかったので、聞いたところによりますと、やは

り反対は一時期あったと承っております。といい

ますのも、平成22年から民間委託しているのです

が、その以前にちらほらと民間から申出があって、

話題提供があったようなのです。その段階では、

特に職員労働組合からの反対があったと承って

おります。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○１４番（山村 明議員） 先ほど、病院給食を民

間委託した話の中で、病院職員で給食に携わって

おられた方々が、学校給食へ行かれたという話が

出ました。このときの人数というのは、どのぐら

いの人数だったのかお聞きしたい。 

  それから、多分このときは小学校に配属された

のかなと思いますけれども、そうしますと学校給

食で人員が余ったはずですよね。今までやってい

たところに、病院から給食の方々が入ってきたわ

けですから、学校給食で人員が余った方々という

のは、どうなったのかお聞きしたい。 

○相田克平議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 当時、市立病院の療

食科に在籍した調理師は全部で14名でございま

す。14名全員、学校給食に異動となったところで

ございますが、私の記憶によりますと、当時親子

給食が始まったというところで、その分14名は新

たな親子給食の人員ということで、全て対応でき

たと記憶してございます。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○１４番（山村 明議員） 私の想像では、小学校

を中心に、学校給食で仕事がなくなった方々、そ

ういった方々は労働争議等を市当局に対して、異

論があるという形で、そういった動きをなさらな

かったのかどうなのか。 

  私の想像では、臨時職員とかアルバイトの方々

が割を食ったのかなと思います。そういった方々

は、組織、要するに労働組合に入ってなかったの

かなと。ですけど、組合系の皆さんの日頃の主張

に、我々は未組織労働者のためにも闘うのだとい

う意識があると私は思っているのですけれども、

ここで辞めざるを得なくなったパート、臨時、非

正規雇用の方々の地位や身分の保全を求めなか

ったのか。当然、組合側はこういった方々に支援

なりバックアップして当局と対立をしたのでは

なかろうかと思いますけれども、その辺はいかが

でしょうか。 
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○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 大変申し訳ございません

が、その辺の事情については承知しておりません

ので、お答えすることはできないところでござい

ます。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○１４番（山村 明議員） 古い話になるので、当

時の担当しておられた方々に聞かないと、分から

ないかなと思います。 

  それから、市立病院給食を民間委託したときに

は、先ほど4,800万円の行財政改革効果があった

とおっしゃっていましたけれども、このたび中学

校の給食をセンター化すると、どのぐらいの財源

縮減効果になるのかお聞きしたい。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 先ほども違う質問のとこ

ろでお答えさせていただきましたが、今後中学校

をセンター化するに当たりまして、その辺の金額

等につきましては、きちんと精査の上、見てまい

りたいと考えているところです。 

○相田克平議長 山村明議員。 

○１４番（山村 明議員） これについては、後で

縮減効果をぜひ試算して、議会にそれを示してい

ただきたい。要望しておきます。 

  それから、行財政改革をやるべしと私が申し上

げているのは何かと申し上げますと、私の思いで、

かつて三公社五現業という国の公社なり公営の

ものがあったわけですけれども、こういったもの

について、全林野を除いてはそれぞれ民営化され

たり、いろいろな形で組織が変わって、駄目にな

っていった。学校給食についても、もっと市民の

目で、厳しい行財政改革に臨んでいくようなこと

をしていかないと、三公社五現業のように、せっ

かくの我々の公的な基幹組織、こういったものが

立ち行かなくなったということでは、本当に市民

の皆様にも申し訳ないことになってはうまくな

いなと私は心配しているわけであります。 

  そういった意味で、三公社五現業のような末路

にならないような、当局のお話をお聞きして、私

の質問を終わりたいと思います。 

○相田克平議長 以上で14番山村明議員の一般質問

を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時１０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時１９分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、本市におけるＳＤＧｓ推進のための目玉

となる施策は何か外２点、９番髙橋英夫議員。 

  〔９番髙橋英夫議員登壇〕（拍手） 

○９番（髙橋英夫議員） 日本共産党市議団の髙橋

英夫でございます。本日は、お忙しい中、傍聴に

駆けつけてくださり、誠にありがとうございまし

た。精いっぱい一般質問に努めたいと思っており

ます。 

  さて、今回の一般質問、19人の方が質問いたし

ますけれども、合わせて６人の方は学校給食問題

をテーマに掲げておられます。私自身もこれから

それを質問するわけですが、３月議会においても、

この給食の問題を取り上げました。そのときには、

米沢市の学校給食を、１つは、完全自校方式にす

る。２つ目には、有機食材を採用する。そして３

つ目には、段階的な無償化を図る。こういう給食

にして、日本一の学校給食にしてはどうかという

提案をさせていただきました。その後、皆さん御

承知のとおり、教育委員会から基本方針案、その

案が取れたというものが出されましたが、まだま

だ議論は尽くされていないと考えています。ぜひ

双方が納得のいくような議論として、創造的に、

前向きに参加したいと思っていますので、よろし

くお願いいたします。 

  本市では、昨年10月に、ゼロカーボンシティ宣
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言を行いました。また、この春には環境省の令和

３年度地域循環共生圏づくりプラットフォーム

の構築に向けた地域循環共生圏の創造に取り組

む活動団体に選定されました。選定された団体は

全国で20団体、そのうち自治体は本市と新潟県佐

渡市と滋賀県犬上郡多賀町の僅か３つです。さら

に、５月には内閣府のＳＤＧｓ未来都市に選定さ

れました。県内では、飯豊町、鶴岡市に続き３番

目の選定です。これら３つのトピックスは、地球

の気候変動問題やＳＤＧｓの取組に関心のある

市民からは大いに歓迎され、期待が高まる、画期

的とも言える事柄であると思いますし、私自身も

米沢市を大いに発信できるチャンスと捉え、今後

の展開に注目している一人であります。 

  そこで、１つ目の質問項目です。ゼロカーボン

シティ宣言、地域循環共生圏、ＳＤＧｓ未来都市

として大きな構えをつくり、期待も注目も高まり

つつあるわけですが、一方、では具体的には何を

やるのかという市民の声もあります。大きな構え

を備えた上で、ＳＤＧｓ推進のための目玉となる

政策は何なのでしょうか。どのような特徴ある政

策を前面に出していくのでしょうか。教えてくだ

さい。 

  ２つ目の項目は、本市で学ぶ約4,000人と言われ

る学生への支援の必要性についてです。昨年来の

コロナ禍により、全国の大学生らの学びや生活、

その他の活動場面が大きくさま変わりしていま

す。授業はキャンパスでの対面授業からオンライ

ン授業となり、サークル活動なども制限される中

で、交流の機会がない、友達がつくれないという

状況が続いています。中でも深刻なのは、アルバ

イト問題です。飲食店などの休業、営業不振など

で学生アルバイトのシフトが激減し、アルバイト

収入も激減しているため、生活に困窮している学

生が増えています。先日、私が出会った男子学生

は、食事は１日１回と話してくれました。未来に

つながる大切な学びのために大学生活を送る若

者が、食事もまともに取ることができないのは、

大変に大きな問題です。 

  本市においては、既にお米の現物支給を行い、

このたびは買物券の給付を行うことになりまし

た。県においては、県立大学向けのＷｉ－Ｆｉ環

境整備のための支援、大学においては新奨学金の

設立や独自の授業料減免制度の新設など、様々な

支援策が打ち出されてきました。しかしながら、

いずれの支援策も一時的なものであり、日々の生

活の下支えの役割は果たせていません。 

  そのような中、全国各地で学生への食料支援の

取組が広がっています。本市においても学生と市

民による任意団体「ほっとまんぷくプロジェクト

米沢」が、昨年９月以来、先月まで８回にわたり

支援活動を行い、およそ550名の学生が食料や日

用品を無料で受け取りました。開催のたびごとに

学生たちからは大変に喜ばれてはいますが、アル

バイトの減少に伴う収入減を補う水準までは到

底できないのは仕方がありません。これまでの支

援物資の主なものは、お米、袋麺、カップ麺、パ

スタ、乾麺、ティッシュペーパー、レトルト食品、

マスク、お菓子、調味料、みそ、しょうゆなどで

す。学生たちからは、お米があれば何とか毎日食

べていけるので助かるという声をいただいてい

ます。 

  また、最近になって支援物資に加えているのが

生理用品です。生理の貧困という言葉が聞かれる

ようになりました。学生はもとより、生活困窮の

家庭においては、生理用品すらまともに購入でき

ないという深刻な事態が全国的に起きているの

です。このような事態を受け、静岡県焼津市では、

この４月から新型コロナウイルス感染拡大の影

響で生活が困窮し、生理用品が利用しにくい女性

を支援しようと無償配布を開始しました。教育の

現場においてもトイレの個室にあらかじめ生理

用品を備えるという取組も始まっています。 

  ＳＤＧｓの17のゴールのうちの１番目のゴール

は「貧困をなくそう」であり、３番目のゴールが

「全ての人に健康と福祉を」です。また、４番目
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のゴールは「質の高い教育をみんなに」とありま

す。ＳＤＧｓの観点からも、学生への支援は急務

と言えます。 

  そこで、お伺いします。縁があって米沢市にや

ってきた大学生に、お米と生理用品の継続的支援

を行う事業を立ち上げてはどうでしょうか。まち

づくり総合計画の将来像として、「ひとが輝き創

造し続ける学園都市・米沢を目指して」と掲げる

本市としては、学生を支援し、学生から信頼され、

学生にとって、米沢市に来てよかったと思ってい

ただくことができるための重要な施策になると

考えますが、いかがでしょうか。 

  ３つ目の項目は学校給食に関するものです。こ

れについて私は３月議会でも取り上げてきまし

たし、この間の総務文教常任委員会や、市政協議

会でも議員から意見や質問が数多く出されてき

ましたし、このたびの６月議会においても複数の

議員による一般質問が行われます。 

  私からは、５月27日の教育委員会で取りまとめ

られた、米沢市学校給食基本方針で明記されてい

る中学校給食へのセンター方式の導入について、

ＳＤＧｓ推進の観点からどうなのかという質問

です。 

  ＳＤＧｓは、国連が2015年９月にニューヨーク

で国連持続可能な開発サミットを開き、「我々の

世界を変革する：持続可能な開発のための2030ア

ジェンダ」（通称2030アジェンダ）という行動計

画を全会一致で採択し、この中で掲げられた目標

が持続可能な開発目標、これは2016年から2030年

の間のことです。 

  ＳＤＧｓの17の大目標は、持続可能な社会に必

要な３つの基礎分野、つまり社会分野、経済分野、

環境分野、そしてその３分野全てに関わる横断的

分野で構成されています。17の大目標は、一つず

つ別々に取り組むというよりも、社会の仕組みを

根本的に転換することで同時に進めることが求

められます。そして、2030アジェンダの宣言文で

は、私たちが「地球を救う機会を持つ最後の世代」

になるかもしれないとした上で、特に子供や若者

は変革に向けた行動をする無限の力を持った重

要な主体だと位置づけています。それだけにＳＤ

Ｇｓと子供たち、そして学校給食の果たす役割と

いう関係性が非常に重要であると考えるわけで

す。 

  加えて、「家族農業の10年」からの観点も重要

です。ＳＤＧｓの目標１は貧困をなくそう、目標

２は飢餓をゼロにです。そのほかにも健康と福祉、

これは目標３です。クリーンなエネルギー、これ

は目標７。気候変動対策、こちらは目標13。海の

豊かさ、これは目標14。陸の豊かさ、これは目標

15。これらをはじめとして、食と農に関わるもの

が多くを占めていることが分かります。そして、

このＳＤＧｓの目標達成に貢献できる農業とし

て新たに期待されているのが、家族農業です。国

連は家族農業こそ持続可能な食と農をつくる未

来の農業だと考えています。そのため、2014年を

国際家族農業年、2019年から2028年を国連家族農

業の10年と定めました。このように、国際社会に

おいては、近代的な大規模な農業ではなく、家族

農業のような小規模農業がＳＤＧｓに貢献する

ものとして重視する流れとなっています。 

  学校給食の調理方式で言えば、センター方式は

大規模な調理となりますから、食と農の工業化、

効率化というものと相性がよいでしょう。となる

と、化学肥料や農薬の使用により、より高い生産

性の下で作られた食材の使用が考えられます。自

校方式なら中小の規模となりますので、家族農業

との相性がよくなります。そうなれば、より安全

でおいしい有機食材をより多く使用できること

になります。学校給食という枠組みが地域の家族

農業、有機農業の経営を支えることとなり、生産

された食材は子供たちの健康を支えるという関

係として発展していきます。 

  学校のすぐ近くで生産された食材が多く使われ

れば、食材を運搬する際に発するＣＯ２も抑制で

きますし、コストも抑制できます。何より新鮮な
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うちに食することができます。自校方式の優位性

については、この間多くの機会に語られてきたと

ころですので、ここで繰り返しはいたしません。 

  米沢市学校給食基本方針では中学校はセンター

方式とするとしておりますが、今述べてきたよう

な国際社会におけるＳＤＧｓの推進や家族農業

への流れとの関連、食と農の工業化、効率化では

なく、子供の利益を中心に据えた在り方を考えれ

ば、センター方式については再検討が必要と考え

ますが、いかがでしょうか。 

  また、産業部には、学校給食の枠組みを生かし

た地域の家族農業、有機農業の発展の可能性につ

いてお伺いいたします。 

  私の演壇からの質問は以上です。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、１、本市にお

けるＳＤＧｓ推進のための目玉となる施策は何

かと、２、困窮している学生に対する米、生理用

品などの支援を継続的に行うべきではないかの

２項目についてお答えいたします。 

  本市のＳＤＧｓの推進についてでありますが、

まずは、この５月に内閣府からの選定を受けまし

たＳＤＧｓ未来都市の提案書の内容を実施して

いくことが重要であると考えております。この未

来都市の提案書では、ＳＤＧｓの先駆けとも言え

る上杉鷹山公の功績や精神を、本市の多くの市民

が幼少期から学び、親しみながら、その精神文化

を現在まで受け継いでいることを特徴として掲

げ、ＳＤＧｓの達成に向けた2030年の本市のある

べき姿として、次の３項目を示しております。 

  １つ目が、鷹山公のつくりあげたものづくり産

業が市内経済をけん引するまち。２つ目が、現代

の藩政改革による健康長寿日本一のまち。３つ目

が、草木塔などの本市独自の精神文化を基軸にＳ

ＤＧｓを実装する環境教育先進都市でございま

す。 

  そして、これらの３つのあるべき姿を達成する

ため、鷹山公が推進した産業の振興及び人財の育

成を基軸として、産業振興、米沢ブランド戦略、

健康長寿日本一推進、ＩＣＴ活用、ゼロカーボン

シティーの実現、ＳＤＧｓプラットフォーム創出

の６つのプロジェクトを進めてまいります。 

  この中で、特にこれから推進したいと考えてい

る項目を２つ挙げますと、１つ目がゼロカーボン

シティーの実現に向けた取組でございます。本市

では、2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目

指して、令和２年10月にゼロカーボンシティ宣言

を行いました。今後は、再生可能エネルギーの拡

大に向けて取り組んでいくほか、上杉鷹山公の藩

政改革時代から脈々と息づく本市独自の歴史・文

化資源である草木塔などを活用した環境教育を

行い、環境意識の醸成を図り、ゼロカーボンシテ

ィーの実現に向けた取組を進めていきたいと考

えております。 

  ２つ目が、米沢版ＳＤＧｓプラットフォームの

創出でございます。市内でも学校や企業、団体な

どで既にＳＤＧｓの取組が進められています。こ

うした取組をプラットフォームに登録し、紹介す

ることで活動の見える化を図るとともに、プラッ

トフォームの参加者同士が連携して新たな取組

を行う動きを促進したいと考えております。ＳＤ

Ｇｓ達成のためには、企業、団体、個人、多くの

人々がＳＤＧｓを理解し、それぞれの立場ででき

ることを実践していくことが重要であります。た

とえ一つ一つの取組が小さいものであるとして

も、多くの人々が取組を続け、積み上げていくこ

とにより、大きなＳＤＧｓの達成に近づいていき

ます。市民の皆様と共に本市のＳＤＧｓを推進し、

持続可能なまちづくりを進めていきたいと考え

ております。 

  次に、２の困窮している学生に対する支援につ

いてお答えいたします。 

  コロナ禍の影響による学生への支援として、昨

年度は帰省自粛学生への米支援として、県境をま

たいだ実家等への帰省を自粛する学生に対し、置
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賜産のはえぬき５キロを贈る支援を行いました。

当時は、全国的に県境をまたいだ移動の自粛が呼

びかけられており、市内の学生と県外の大学等に

在籍する米沢出身の学生の多くが、感染拡大防止

のため実家への帰省を自粛している中、親元を離

れ頑張っている多くの学生の元に地元の米を届

けることができ、好評をいただいたところでござ

います。 

  今年度においては、生理の貧困が社会問題とな

っていることを踏まえ、先月から生理用品の無償

配布を実施しており、各大学の女子学生約1,300

人に対しても支援を行ったほか、コロナ禍の影響

による学生への生活支援として、市内の学生と市

外の大学等に在籍する学生を扶養する市内在住

の保護者に対し、米沢市商店街連盟の買物券

5,000円分を支給する米沢市大学生等応援事業を

企画し、この６月定例会の補正予算案に提案して

いるところでございます。 

  山形県においても、県内の高等教育機関の学生、

留学生や県外に在住する本県出身の学生等に対

し、県産米５キロを提供する事業を６月補正予算

案に提案すると聞いております。 

  また、民間による共助の取組としまして、議員

から御紹介のありました学生と市民の任意団体

による食料支援のほか、市内松川地区住民の皆様

の活動として、米沢栄養大学、米沢女子短期大学

の学生を対象とした食料支援事業が４月に実施

され、2.8トンを超える物資が寄せられ、多くの

学生から感謝されたとお聞きしてございます。 

  米、生理用品などの支援を継続的に行うべきで

はないかとの御質問でございますけれども、新型

コロナウイルス感染症のワクチン接種が進む中

で、感染状況が今後どのように推移するかは不透

明なことから、本市内外の感染状況を注視し、適

切な支援が機動的に行えるよう検討していきた

いと考えてございます。 

  私からは以上でございます。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私からは、３、ＳＤＧｓ推進の

観点から、米沢市学校給食基本方針を再検討すべ

きではないかについてお答えいたします。 

  現在の学校給食における地産地消の取組の一つ

に共同購入があります。生産者、青果物市場、納

入業者の協力を得て、学校給食で効率的に地場産

農産物を購入できるようにすることで、積極的な

購入を促し、地産地消を推進する事業です。 

  学校給食では、米沢独自の食文化である「かて

もの」を活用したウコギやコイ、雪菜等を使用し

た郷土食・伝統食や、昨年度には市の事業や寄附

により米沢牛を用いた給食の提供も行いました。

このほかに学校独自に地元生産者から直接食材

を納入することもあります。このように、市内の

子供たちの給食は地元の方々にも支えられてい

ます。 

  中学校のセンター方式導入は、このたびの学校

給食基本方針を実現していくために、今までの食

材の納入について見直すよい機会であると考え

ています。現在、給食食材の調達の多くを市外の

業者にお願いしている現状がありますので、生

産・流通・販売・納入について、地元米沢の方々

にお世話になれるよう検討を始めたいと考えて

います。その取組を通して、今まで以上に地元の

生産者の方々や小売店の方々にも御協力いただ

けるよう検討していきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、３、ＳＤＧｓ推進

の観点から、米沢市学校給食基本方針を再検討す

べきではないかのうち、学校給食の枠組みを生か

した地域の家族農業、有機農業の発展の可能性に

ついてどのように考えるかについて、お答えいた

します。 

  日本の農業を取り巻く状況は、高齢化や後継者

不足の問題が顕著となっており、組織の法人化や
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農地の集積、集約化が推進されておりますが、全

国の農業経営体全体の約98％は家族経営体が占

めております。このことからも、本市の有機農業

も含めた農業全体の経営体も同様に家族経営体

が中心となっており、本市の農業が産業として持

続可能なものであるためには、家族経営体の経営

発展を図っていくことが極めて重要であると考

えています。 

  また、生産条件のより厳しい中山間地域におき

ましては、産業の中心である農業を家族農業が守

っているという実態があり、そのこと自体が地域

そのものを守っていると考えています。 

  そうした状況と認識の下、先ほど教育委員会か

らお答えしましたとおり、本市の学校給食におけ

る本市の農業の関わりの一つとして、地場産農産

物供給事業を行っているところであります。 

  生産者側から地場産野菜を学校給食に提供する

メリットとしましては、１つ目として、出荷先と

して最初から決めて出荷する場合、包装資材や手

間が省けるほか、地場で供給するので流通コスト

も節約できること。２つ目として、あらかじめ決

まった量を販売できるので農業経営の安定に寄

与すること。３つ目として、地域の子供たちが食

べる食材を供給することで、農業者がやりがいを

持って取り組めること。４つ目として、地域住民

の地域の農や食への愛着、理解を深めることがで

きることなどが挙げられます。 

  一方で、今後、学校給食へ地場農産物の利用を

さらに拡大していくためには、より安定的に供給

する体制の構築や、給食のニーズに応えた、例え

ば学校給食の求める規格や品質での供給方法の

確立、さらに地場産農産物の量、種類、時期の拡

大など、生産者側における課題もいろいろあると

ころです。 

  こうした課題はありますが、関係者が協力、連

携して課題解決に努めていくことにより、本市農

産物の地産地消の推進がさらに図られ、生産者に

とってもメリットが享受できますので、学校給食

の提供方式にかかわらず、本市の農業が共に発展

していけるものと考えています。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 御答弁ありがとうござい

ました。 

  企画調整部長からいただいた答弁の中に、2021

年度ＳＤＧｓ未来都市等提案書の話がございま

した。この中身を実行するということなのだと。

これについては私もじっくり読ませていただき

ました。答弁では、この提案書にある、今後取り

組んでいく幾つかのプロジェクトについても説

明がなされました。提案書の内容については、私

自身大いに賛同するところがありまして、ぜひ成

功させていくべきものと感じましたけれども、今

回本市におけるＳＤＧｓ推進のための目玉とな

る施策は何かと質問いたしましたのは、あれもこ

れもではなくて、最も特徴的で米沢市らしい施策

はこれというキーワード的なものをお聞きした

かったわけです。 

  具体例を示します。地方公共団体の2050年に向

けた長期的戦略という環境省の資料から１つ紹

介しますと、富山市では、環境モデル都市行動計

画というのがございまして、2050年目標、ＣＯ２

排出量が2005年対比で50％削減ということを打

ち出して、基本方針として公共交通を軸としたコ

ンパクトなまちづくりとあります。富山市では、

レールライフ・プロジェクトということで、公共

交通を整備して、車に乗る頻度を激減させること

でＣＯ２排出量を減らし、市民の運動量を増やす

ことで健康づくりにも寄与するという取組を行

っていますが、まさに公共交通が目玉となる、分

かりやすく特徴的な施策と言えます。 

  では、本市においてはどうでしょうか。提案書

では、大項目の２、自治体ＳＤＧｓモデル事業（特

に注力する先導的取組）のページに、ぴんとくる

ワードがありました。自治体ＳＤＧｓモデル事業

名として、「～ＳＤＧｓの先駆者「上杉鷹山」の
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教えを未来へ～デジタル人財育成を柱とした持

続可能なまちづくり」という部分です。これなら

米沢らしさも、何をするのかということも分かり

やすい事業名だと思います。 

  自治体ＳＤＧｓモデル事業には、先ほどお話が

ありましたように、経済、社会、環境の３側面が

あり、加えて３側面をつなぐ総合的な取組があり

ます。この総合的取組の事業名として、「プログ

ラミング学習による鷹山流デジタル人財育成事

業」とありまして、その取組概要の説明には、本

市が目指す2030年のあるべき姿を実現するため

には、上杉鷹山が財政難でありながらも、外部の

人材を招聘し「教育」への投資を行ったように、

コロナ禍で一層拡大したデジタル技術を活用し、

地域課題の解決を図る人財を育成するために、地

域内の企業等と連携して、小中学校を対象とした

プログラミング学習を行うとあります。さらには、

プログラミング教室の運営にあっては、市内高校

や大学との連携を図ることで、小中学生と高校・

大学間のつながりを創出する。これらのことによ

り、産業界に向けてＩＣＴを活用できるデジタル

人財を輩出することで経済面を活性化させ、社

会・環境両面への相乗効果を生み出していくとあ

ります。この発想や具体的な取組は大変すばらし

いものと思います。このような取組は、全国的に

見ても、先進事例はまだないのではないでしょう

か。そこで、部長には確認のために質問させてい

ただきます。 

  ＳＤＧｓ未来都市の取組の目玉となる施策は、

小中学生、高校生、大学生、企業の若者らが地域

の課題に向き合い、課題解決のための論理的思考

を高める学びを共有し合い、シビックプライドを

醸成しつつ、経済、社会、環境の３側面における

新しい価値創出に寄与する人材を養成し、持続可

能な開発の実現を目指すことと、このように事業

名や説明文から理解したつもりでしたが、以上の

ような解釈でよかったでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 今回、ＳＤＧｓ未来都市

の提案書の中に、モデル事業として、プログラミ

ング教育を生かした人財育成の項目を掲げたと

ころでございます。こちらについて、残念ながら

全国の10個のモデル事業の選定までには至らな

かったところでありますけれども、この内容につ

いてもしっかり取り組んでいきたいと思ってお

ります。 

  考え方といたしましては、そういったプログラ

ミング教育、今ＧＩＧＡスクール等で基礎的なプ

ログラミング教育を進めておりますので、そこか

らさらに進んだ人財を育成していきたいと。それ

が地域の産業界等に人財が行くことによって、地

域産業も活性化する。そういった形で好循環をつ

くっていきたいという中身でございますので、し

っかり取り組んでいきたいと考えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 改めての確認ですけれど

も、今の話で、自治体ＳＤＧｓモデルの事業名と

して「～ＳＤＧｓの先駆者「上杉鷹山」の教えを

未来へ～デジタル人財育成を柱とした持続可能

なまちづくり」というところ、私はぴんときまし

て、この未来都市というものの中心的な、目玉的

なテーマといいますか、つまりそういう若い人た

ちを本当にしっかりと育てて、そういう人たちが

地域課題に向き合って、そしてシビックプライド

も醸成しながら、いずれはこの地域の中で定住す

る、地域課題を解決するという人財になるような

取組を行う、そういう特徴を持っているのだと私

が理解したということについては、よろしかった

ですか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 そのとおりでございます。

地域の子供たちをしっかり人財育成していって、

世界につながるような人財も輩出できるように

なっていきたい、そういった思いを込めてござい

ます。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 
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○９番（髙橋英夫議員） まちづくり総合計画の将

来像として、繰り返しになりますけれども、「ひ

とが輝き創造し続ける学園都市・米沢を目指し

て」とありますけれども、まさにこのこととも整

合性が取れますし、本市が子育てと教育、人財育

成を何よりも大切にしているまちという発信が

できることになりますし、米沢市のまちづくりの

魅力ポイントになるのではないかと強く思った

ところでした。 

  さて、困窮している学生に対する米、生理用品

などの支援を継続して行うべきではないかにつ

いても答弁いただきました。関連する質問をさせ

ていただきます。生理の貧困に対する本市の取組

についてお伺いいたします。 

  先ほどは、学生への生理用品の支援についてお

伺いしましたが、生理の困窮は学生だけではあり

ません。「＃みんなの生理」が発表した調査結果

によって、生理の貧困の実態が明らかになってい

ます。日本の若者の生理に関するアンケート調査

によると、金銭的理由で生理用品を買うのに苦労

したことがある人は、「１回から２回ある」「３

回以上ある」「毎回」を合わせると20.2％、実に

５人に１人です。また、生理用品でないものを使

ったことがある人は、同じく27.1％、生理用品を

交換する頻度、回数を減らした人が同じく36.9％

という数字となりました。生理の貧困問題は、昨

年来のコロナ禍によって、仕事も収入も減少した

女性が増えたことで、社会問題となっています。 

  そこで、お伺いいたします。１つ目、本市にお

いては、先ほどは学生向けの支援の話がありまし

た。女性向けに生理用品の支給など、どのような

取組があったのでしょうか。２つ目は、現状を把

握するために、小中学校や高校、大学、社会福祉

協議会などでも調査ができないか。３つ目、それ

に基づき支援事業を立ち上げられないか。以上の

３点についてお伺いいたします。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 このたび、生理用品の

配布をさせていただきまして、学生の方からは大

変喜んでいらっしゃるお声をいただいて、私たち

もこういう支援をしてよかったなという考えで

おります。 

  今回、学生にとどまらず、生活応援商品券給付

事業対象の世帯の方についても、一般の女性の方

にも生理用品は配布させていただいて、実施して

いるところであります。女性を取り巻く状況につ

いては依然として厳しいことから、生理用品の無

償配布につきましては、対象範囲の拡充も視野に

継続的な支援を行っていけるよう検討していき

たいと考えているところです。 

  質問の２番目にありました調査につきましては、

現在のところ実施しているということではござ

いませんが、今回無償配布をするに当たり、教育

委員会とも調整をさせていただきました。今回、

また新たにどのような場所に、またどのような方

に配布をすることが望ましいかということも含

め、さらに必要であれば調査をしていきたいと考

えておりますし、教育委員会との調整を図りなが

ら進めていきたいと思っております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 私は、本市に３つの大学

が存在して、毎年4,000人もの大学生が本市に生

活の拠点を置きながら勉学をしているというこ

とについて、このことを本市のまちづくりに生か

さない手はないとふだんから思っております。交

流人口とか関係人口を増やそうという施策もよ

くあるわけですが、本市にはいつでも交流人口や

関係人口に変化し得る4,000人もの人口が存在し

ているわけです。 

  学園都市と標榜してはいますけれども、地域活

動に参加する学生の数は限られ、本市への就職や

定住というケースも十分ではなかったと私は認

識しています。その理由の一つは、学生が市民と

交流するきっかけがなかなかない、地域を知る機

会が少ないということだと思います。 

  先ほど、学生と市民の実行委員会、「ほっとま
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んぷくプロジェクト」が昨年来、学生向け食料支

援活動を行ってきたと紹介しましたけれども、そ

の際、毎回会場に来た学生にはアンケートをお願

いしてきました。生活の実態、困っていること、

大学や行政への要望などを書いてもらい、集約し

てきました。コロナ禍という試練の中、生活に困

窮する学生が増えたわけですが、地域の人からの

支援活動やアンケート活動を通して、新たな接点

が広がったと思います。実際に支援をもらいに来

た学生がこれを契機に地域活動を知り、参加する

ことになった例もあり、学生への支援活動が交流

人口、関係人口の拡大に結びつき、学生のポテン

シャルを引き出すための呼び水となっています。 

  先ほど、この間行われてきた学生への支援内容

についても答弁がございました。今後については、

ワクチンの状況などを見て、改めて検討したいと

いうことでしたけれども、当然米沢市の財政問題

も絡んできますので、いつまでも無限にそれを続

けるということは難しいかもしれません。しかし、

今申し上げたような観点から、つまり、支援をす

ることで学生のポテンシャルを引き出していく

と。関わりをつくっていく。そのことで、米沢市

に思いを持ってくれる学生、やがて米沢市で仕事

を探そうという学生、ここに定住したいという学

生、そういった人たちが生まれてくるようなきっ

かけになるような支援活動であれば、大変有効で

はないかということも一面では考えております。 

  そこで、支援の方法として、今後、例えば大学

を通しての支援というだけではなくて、学生から

市民が見える形として、例えばですが、松川コミ

センや南部コミセンなどを窓口にした支援とい

うものも一つの選択肢ではないでしょうか。ある

いは、その際に市民や市の職員が、対話型のアン

ケート対応をしながら、学生との結びつきと交流

のきっかけをつくるということなども大変有効

なのではないかと思うのです。ですから、単に物

を支援するというだけではなくて、そういうふう

にして学生との対話をする、関係をつくっていく

という意味でも、支援の継続が必要ではないかと

思いますが、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 ただいま議員お述べのと

おり、単に学生に物を支援するということだけで

はなくて、そうした中で交流を持って、地元に対

する思いを学生にも持っていただくということ

が非常に重要な視点かなと思いますので、そうい

った方法も含めて検討してまいりたいと思いま

す。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） それでは、３項目めの学

校給食の問題について質問いたします。 

  広報よねざわ６月１日の特集、食育月間という

ことで特集が組まれました。非常に多くの市民か

ら、内容がすばらしかったという声を聞いていま

す。これは本当に全国に誇るべき内容だったので

はないかなと思います。特に愛宕小学校の給食内

容の紹介があったわけですけれども、このような

すばらしい内容の給食ですから、なぜこういった

ことを中学校まで拡大できないのかなと、また改

めて残念に思うわけです。まだ決まっていないか

もしれませんし、そうなってほしいと思いながら、

次の質問に入ります。 

  最初に確認させていただきます。当たり前過ぎ

ますけれども、教育委員会は、今回米沢市がＳＤ

Ｇｓ推進の未来都市という構えをつくりました。

当然そのＳＤＧｓ推進の立場ということだと思

います。そしてまた、子供たちにも、今世界的な

潮流であるＳＤＧｓというものを様々な教材を

使って学校で子供たちにしっかりと科学的な見

地に立って教える立場であるということでよろ

しかったですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 ＳＤＧｓの考え方につき

ましては、各小中学校それぞれの段階に応じて学

習を進めているところです。例えば三沢東部小学

校は学校林を利用して、このようなバッジを手作
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りして、子供たちも先生方もつけているとか、第

六中学校では生徒会を挙げてＳＤＧｓの取組に

今年は向かうというようなスローガンを挙げて

いると。そのように、小学校、中学校それぞれ段

階は違いますけれども、ＳＤＧｓの学習について

は取り組んでいるところです。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 先ほどの答弁の中で、こ

の機会に食材の調達についても見直しをしたい

という話がございました。これまでは市外業者か

らの調達もあったのを、地元業者からの仕入れに

チェンジしていきたいという話だったと思うの

です。そこでお伺いします。 

  もし中学校がセンター方式になれば、食数が二

千数百人分となりますね。そうすると、１回当た

りの食材の量が非常に多いわけです。共同購入方

式の話もありましたけれども、これまでは学校ご

との仕入れだったので、地元の八百屋、肉屋、魚

屋と取引が可能だったと思うのですが、センター

方式にもしなってしまったときに、そのような大

きな取引というのは、地元の事業者や農家とでき

るのでしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 先ほど産業部長からもあ

りましたとおり、様々課題はあるかと思いますが、

これから様々な立場の方と一緒になって考えて

いかなければいけない課題だと思っております

ので、実現に向けて取り組みたいと、そのように

考えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） そうはいっても、あちこ

ちの給食センターを視察した議員にお伺いしま

すと、実際にセンター方式に変われば、地産地消

で使える割合というのは下がっていくのだと。あ

る市においては、地産地消の日といって、せいぜ

い年１回ぐらいしかできないという実情もある

ようなのです。だから、単純に考えれば、同じ食

材を二千何百人分まとめて買うとなれば、なかな

か地元の生産者がその日に合わせて一気にそれ

だけの物量といいますか、量をそろえて出荷する

というのは難しいと考えるのが普通かなと私は

思います。そうなると、当然大きな生産地からの

作物といいますか、そういったものを大きな業者

から買うという流れといいますか、そうなるので

はないですか。いかがですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 現在の給食食材調達につ

いては、やはり市外からというのも現状でござい

ます。それに対して、何とかしなければいけない

という気持ちを持っておりますので、この機会に

様々な方々と話合いを重ねて、どのようなシステ

ムというか、どのような方法があるのか、できる

のかというところについては探っていくという

姿勢でおります。ＳＤＧｓの未来都市の提案内容

にもありますが、果敢な挑戦と創造の連鎖という

ことで、私たちも挑戦をしていかなければいけな

いのではないかなと考えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 関連しますけれども、セ

ンター方式になりますと、当然ながらトラックで

の配送の時間というのがあるわけです。これまで

自校方式ですと、配送の時間がないですから、じ

っくり調理室で、聞くところによりますと、４時

間近く調理もできるという話も聞きました。しか

し、センター方式で配送の時間というのが差引き

されますので、調理時間に制約が生まれると思い

ます。そのため、今まではだしなんかもちゃんと

自分たちで手作業でやっていたという話でした

けれども、化学調味料に頼ったり、あるいは素早

くできるような冷凍食材に頼らざるを得ないと

いう割合が、自校方式に比べて多くなると私は考

えますが、その点いかがですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 食数が多くなりますので、

様々な調理工程においては工夫が必要かと思い

ます。私たちもその点はもう少し研究していかな
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ければいけないと思っておりますので、他地区で

もセンター給食で運営しているところ、その中で

も安心・安全にということは掲げているかと思い

ますので、そのあたりをもっと勉強していきたい

なと思っております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 勉強するのは大いに結構

ですけれども、実際のところ、今言ったように時

間に制約があるというのは事実です。だとすると、

当然ながらそういう地元の生の食材だけで間に

合わないというときに、冷凍食材に傾くという可

能性が当然あると思うのです、私は。それはお認

めになりませんか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 検討委員会の中でもその

ような話題が出たかなと思っております。自校方

式、それから親子方式を取り入れておりますが、

親子になったことで、少し手間をかけにくくなっ

たという話もありながら、それでも今日までとい

うか、これまで調理師たちの努力、工夫、そして

何よりも子供たちへ愛情を持って作っていただ

くことで、様々な課題に向き合っていただいてい

たと捉えておりますので、これからの中学校の給

食についても、これまで培ってきました米沢市の

給食の在り方について学ばせていただきながら、

考えていきたいと思っております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 私自身、個人的に実際に

体験した話をしますと、私はずっと米沢市に育っ

たので、米沢市の給食しか知らないわけですけれ

ども、あるとき、山形市のある小学校からお招き

されて、そのときに給食どうぞと言われて食べさ

せていただいた経験があるのです。そのときのメ

ニューがソフト麺でした。米沢市では見たことが

なかったのですね。正直びっくりしました。これ

が給食かと思いました。知らない方が多いと思う

のですが、多分冷凍で置くんだよね。袋ごとぼん

と皿に上げてあって、ぴっとぶっちゃいて、ソー

スかけて食べるというものですが、センター方式

というのはこういうメニューが出るのだなとい

うことを実感したという経験がございます。 

  これはよほど市で食材とか、あるいは献立につ

いても、センターに対して一定のコントロールを

するという覚悟がなければ、今お話ししたような、

ちょっとがっかりするようなメニューというの

もあり得るのかなという心配は大いにございま

す。 

  また、次の質問になりますけれども、センター

方式では、献立の仕上がりから給食までの時間が、

配送の時間がありますから、長くなりますね。そ

うすると、素材のきれいな色が変化してしまう。

例えば緑色だったものがくすんでしまうという

ような事態は避けられないと私は思いますが、そ

の点いかがですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 確かに時間的な経過で変

化があるということはあるのかもしれませんが、

現状、親子給食の中でも実食までの時間を視野に

入れながら調理を行っていただいていると思っ

ておりますので、そこら辺もこれまでのノウハウ

というのが生かされるのかなと考えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 今の質問は、親子方式も

当然配送時間があるので、給食までの時間がある

から、親子方式での給食については、素材の色が

変化してしまうということが起きていますよと

いうことについての理解といいますか、認識はあ

りますね。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 親子方式を取り入れてい

る本市の中学生の給食を食べている感想などか

らも、おいしいという感想も聞かれておりますの

で、全部が全部ではないと捉えておりますが、場

合によって様々課題があったとすれば、その都度

中学校との連携を図りながら、次の調理のときに

生かしていただいていると思っているところで
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す。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） センター方式になります

と、当然配送手段、トラックが必要ですよね。そ

の分の経費はもちろん掛かり増しします。そして、

トラックはＣＯ２を排出します。ですから、ＳＤ

Ｇｓを推進しようという米沢市が、そのＳＤＧｓ

に、言ってみれば逆行するような給食の方式を選

ぼうとしているということが言えませんでしょ

うか。私は、できるだけ自校方式にして、配送の

手段も要らない、ＣＯ２を排出しないという方式

を選択するのが、ＳＤＧｓ未来都市の選定を受け

た米沢市としては、本来あるべき姿ではないかと

思いますけれども、いかがですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 ＳＤＧｓの取組を推進し

ていく本市においてというところですけれども、

給食をセンター方式にという結論に至るまでに、

様々な検証を行った上で、総合的な判断でござい

ますので、ＳＤＧｓの視点については、できる限

り推進ができるような、具体的なことについては、

これから計画を立てていきたいと思っておりま

す。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） では、今の答弁がありま

したから、先ほどの我妻德雄議員の質問につなげ

て話しますけれども、いろんな議論があってセン

ター方式になったのだというその議論の中身に

ついて、何があったかということを私たちに教え

てくれということに対して、何ら透明性のある回

答をいただいていないわけです。そのことが、そ

れはおかしくないですかと。何で検討委員会の結

論からセンター方式に変わったのか、どういう議

論があったのか、それを教えてくださいと言って

いました。でも、それに対して誠意のある説明も

回答もなかった。これというのは、議会制民主主

義として、議会とそちらとの関係の間でおかしく

ないですかね。私たちは、異論があれば異論を申

し上げたい。当然チェックをしたい。ところが、

この間申し上げてきたように、５月27日に教育委

員会が開かれて、案が取れて、議決されました。

でも、それ以前に私たちはまだまだ説明が足りな

いぞと意見を申し上げてきた。情報公開で書類を

請求していた議員もいました。つまり、かなり説

明不足で、議会との関係ではぎすぎすしていると

いう状況も十分に分かっていながら、５月27日に

その案を取るための議決をしてしまったという

教育委員会のこの間の行政のありよう、市政のあ

りようというか、私は非常に大きな問題だし、こ

れはＳＤＧｓの中にもありますけれども、公正さ

を欠いていると。もっと透明性、それから市民参

加というものが必要なのだと。これはＳＤＧｓの

ゴールと言っていますけれども、そういったこと

にも私は逆行していると思いますが、いかがでし

ょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 基本方針を策定するに当

たりまして、市政協議会の中で２度にわたり御説

明の場を取らせていただきました。その中で、小

学校設備、それから中学校の自校の敷地問題など

様々６点にわたって、検証については御報告させ

ていただいたところです。御理解いただければと

思います。 

○相田克平議長 以上で９番髙橋英夫議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時２０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時２９分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここで、あらかじめお諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない場

合、会議時間を日程終了まで延長することにした
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いと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○相田克平議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議が定刻の午後４時まで終了

しない場合、会議時間を日程終了まで延長するこ

とに決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、ペット動物との共生社会の実現に向けて、

23番中村圭介議員。 

  〔２３番中村圭介議員登壇〕（拍手） 

○２３番（中村圭介議員） 一新会の中村です。一

般質問初日の最後の質問者となります。いましば

らくお付き合いいただければと思います。 

  今回の質問は、ペット動物との共生社会の実現

に向けてということで、小項目３つに分けて項目

を積み上げました。共生社会の実現、土台、そし

て環境を整備して、真の共生社会をつくりたいと、

そんな思いから質問させていただきますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、早速質問に入らせていただきます。 

  現在、世界的なコロナウイルス感染症の拡大が

止まりません。終息のめども立たない状況の中、

我が国を含む世界経済は混迷し、また従前からの

課題である少子高齢化問題や核家族化が加速化

し、多くの国民がストレスや孤独感、将来への不

安を抱きながら生活しており、これらが健康長寿

の阻害要因となり、大きな社会問題となっており

ます。 

  このような状況の中、注目されているのがペッ

トの飼育です。ペットの飼育は、人に癒やしを与

え、精神的な安定と健康の維持増進に大きく寄与

すると言われております。私も飼育犬がおります

ので、そのことは十分に理解できますし、実感し

ているところでございます。 

  さらには、ペットを飼育することによる医学的、

科学的効用が報告されているようでもあります。

高齢者がペットをなでることにより高血圧が改

善したり、衰えた身体機能のリハビリへの効用が

認められ、ペットを医療現場に取り入れる総合病

院も現れるなど、動物介在の医療法が盛んに行わ

れております。 

  また、動物との直接的な触れ合いのみならず、

散歩などで出会う不特定多数の人々とペットの

話題を通じて自然な交流が図れることは、孤独感

を癒やすことにもつながり、生きがいづくりや地

域社会を構築する潤滑油としての役割など、ペッ

トを飼育することのメリットは計り知れません。 

  こういった背景もあり、現在は空前のペットブ

ームとも言われておりますが、一方で飼い主のマ

ナー欠如による近隣住民への迷惑行為や咬傷事

故、ふん尿問題、不衛生な環境での多頭飼育、飼

い主のいない猫をめぐるトラブルなど全国的に

問題が深刻化しております。 

  今後も社会的背景から新規飼養者は増えていく

ものと予想しますが、今回の質問の大項目でもあ

るペット動物との共生社会の実現には、飼養者の

知識とマナーの向上が欠かせません。 

  そこで壇上からは、小項目の１、動物愛護管理

に関する普及啓発についてのうち、本市における

ペット飼養全般に関する苦情やトラブルについ

てどのような現状なのか。また、それらの改善に

向けてどのような取組を行っているのかお知ら

せください。 

  次に、小項目の２に進みます。致死処分の抑制

に向けた取組について伺います。 

  2012年の動物愛護法の改正や民間団体の熱意に

より以前から比べると大幅に致死処分数が減少

しておりますが、現在、全国では年間３万頭を超

える犬、猫が致死処分の犠牲となっております。

言うまでもなく犬、猫に責任はありません。終生

飼養に反した無責任な飼育者、つまり人間側の問

題です。 

  その要因も様々で、捨て犬、捨て猫、迷子にな

った犬猫、飼い主の健康問題に伴う飼育放棄、不

妊手術を怠った多頭飼育崩壊、ブリーダー等の廃

業に伴う一斉放棄など、もはや社会問題化してい
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ると言っても過言ではありません。こうした行為

が間違いなく致死処分数を増やしています。 

  飼育者である人間の責任として、ペット動物の

致死処分は速やかにゼロを実現しなければなり

ません。しかしながら、前段でも述べたとおり

様々な要因により発生する問題であることから、

管轄する県、保健所の取組だけではなく、各自治

体、民間団体との強固な連携が必要不可欠であり

ます。そこで伺います。本市を含む管内での致死

処分の現状とその抑制に向けた本市の取組につ

いてお知らせください。 

  次に、最後、小項目３、災害時の対応について

伺います。 

  多くの人命を奪った東日本大震災ですが、人の

みならず、多くのペットも被災した事実がありま

す。環境省によると、福島県では約2,500頭、岩

手県で約600頭の犬が死んだと報告されておりま

す。また、飼い主と離れ、放浪状態になった犬や

猫も多く、さらにはペットの受入れを拒む避難所

が続出し、多くの課題が残ったと言われておりま

す。 

  それらを教訓に、環境省はペットと一緒に避難

する同行避難を原則とするガイドラインを作成

し、市町村にペット受入れ避難所運営マニュアル

の作成を呼びかけております。そこで、本市にお

けるペット同行避難の対応はどのようになって

いるのか伺います。 

  さらに、環境省では2018年に人とペットの災害

対策ガイドラインを策定し、ペットと避難する際

の基本行動が詳しく示されております。少しだけ

内容に触れますと、飼い主、自治体、獣医師会、

民間団体の役割が明確化されております。特に飼

い主への災害対策に対する普及啓発や自治体に

おいては平常時、災害発生の初期段階、避難所生

活等の準備支援について細かに記載されており

ます。災害時におけるスムーズな人とペットの支

援には、本市独自のガイドラインの作成が必要不

可欠と考えますがその認識について伺います。 

  以上、壇上からの質問といたします。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

  〔安部道夫市民環境部長登壇〕 

○安部道夫市民環境部長 私から、ペット動物との

共生社会の実現に向けての質問にお答えいたし

ます。 

  初めに、（１）動物愛護管理に関する普及啓発

についてでございますが、御質問のありましたペ

ットの不適切飼養、あるいは虐待、こちらの現状

についてお答えいたします。 

  動物虐待には、正当な理由なく動物を傷つけた

りするなど能動的な行為だけでなく、本来、飼い

主がやらなければならない行為をやらない飼育

放棄、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含ま

れ、本市がこれまで把握してきた事例のほとんど

は、このネグレクトによるものでした。例えば、

ペットの世話をしないで放置し、堆積したふん尿

による悪臭がする。餌が十分ではなく栄養不良で

著しく痩せている。病気にもかかわらず獣医師の

治療を受けさせない。多頭飼育で飼育環境が不衛

生な上に、無計画で近親交配が繰り返され、繁殖

を続けている。こうした事例は、周辺の住民や町

内会から、悪臭や動物による騒音の苦情として本

市に寄せられ、担当者の現地調査により発覚した

ものです。 

  調査の結果、法令で定められた犬の登録や、狂

犬病予防接種を飼い主が怠っていたり、猫では不

妊去勢手術などを適切に行わないまま屋外飼養

していたり、野良猫への無責任な餌やりなどが確

認されました。本市では、虐待が疑われる事案や

不適切な飼育環境を把握した場合には、置賜保健

所と連携、協力しながら、改善に向け対応に当た

っているところです。 

  次に、（２）致死処分の抑制に向けた取組につ

いてですが、置賜管内の致死処分の現状を置賜保

健所から伺ったところでは、令和元年度の状況は

致死処分は犬１頭、猫62頭でありました。新たに

収容された頭数は、犬45頭、猫93頭で、飼い主に
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返還された犬は31頭、猫はゼロ、新しい飼い主に

譲渡されたものが、犬13頭、猫36頭でありました。 

  致死処分の推移を見ると、山形県内全域での集

計になりますが、平成22年度には猫の致死処分が

2,579頭でありましたが、令和元年度では181頭と

大きく減少し、犬についても平成22年度の致死処

分156頭から、令和元年度は５頭と減少していま

す。 

  致死処分抑制に向けた本市の取組については、

適正飼養に関する普及啓発の推進、無責任な餌や

り防止や不妊去勢措置に関する飼い主責任の周

知、広報に努めているところです。 

  次に、（３）の災害時の対応についての御質問

にお答えいたします。 

  初めに、災害時における避難には、分散避難と

いう考え方があり、従来のように行政が指定した

小中学校やコミュニテイセンターなどの避難所

に避難する方法のほか、安全な場所にお住まいの

親戚や知人の家への立ち退き避難、自宅が浸水や

土砂崩れの危険がない場合に自宅にとどまる在

宅避難といった方法がありますので、ペットを飼

養されている市民の皆様には、あらかじめそのよ

うな方法が取れないか検討していただき、その上

で、避難しなければならない方につきましては、

避難所へのペット同行避難を選択していただく

ことになります。 

  本市では、保健所の指導の下、ペット同行避難

について他自治体に聞き取りを行うなど検討を

重ねてまいりました。指定避難所は、動物が苦手

な人や動物アレルギーを持っている人など様々

な人が共同生活を送る場所であるため、体育館や

教室などの屋内に入れることはできませんが、屋

外で風雨をしのげるピロティーを持つ第一中学

校、第四中学校、第五中学校、第六中学校、第七

中学校、以上５校では、持参していただいたケー

ジやキャリーバッグなどにペットを入れた上で、

飼い主が管理することを条件に受入れ可能とい

たしました。ただし、大型動物や危険なペットを

連れた避難者は避難所への入所をお断りする場

合もあり、その際は車中での避難、親戚・知人宅

への避難、ペットホテルの活用などを行っていく

ことになると思われます。なお、自家用車を使っ

た車中泊であれば、全ての避難所のほか、道の駅

や総合公園などの駐車スペースを利用していた

だくという方法もございます。 

  また、飼い主は、住まいの防災対策のほか、ペ

ットのしつけと健康管理、ペットが迷子にならな

いための首輪と、犬の場合は鑑札と注射済票など

の迷子札の装着、及びマイクロチップなどによる

所有者明示、ペットフードや水、ケージやキャリ

ーバッグ、トイレ用品、服用している薬などのペ

ット用の避難用品を日頃から備えておくことが

重要となってまいります。 

  なお、避難所においては、飼い主が責任を持っ

て飼育・管理し、それぞれの避難所のルールに従

って、ペットを飼っていない人にも配慮していた

だく注意点などを周知していく必要があること

から今後、普及啓発に努めてまいりたいと考えて

おります。 

  本市独自のペット同行避難に係るガイドライン

の策定についてでございますが、こちら避難所に

おける飼い主の責任や避難所でのルールの周知

などを図るなど受入れ時の体制を整えておくこ

とは必要なことであると考えているために、こち

らは早急に作成するよう努めてまいりたいと思

います。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） それでは、こちらの質

問席から再度の御質問をさせていただきたいと

思います。 

  壇上でも申し上げましたけれども、今回の質問

というのは、単なる飼い主のマナー向上ですとか

行政の役割を明確化しようというのもあるので

すけれども、一番はペットとの共生社会の実現に

向けて、その土台づくりと環境づくり、それらを



-91- 

しっかりと整備、構築していこうというところに

私としての目的があります。ペットと住むなら米

沢市、ペット共生都市米沢、どうですか。都市宣

言、ペットと共生できる都市宣言ができたら、す

ごいことではないですか。ですので、そのぐらい

の熱意を持って、ぜひ取り組んでいただきたいと

いう思いです。過去の、自治体の先進事例なんて

要らないんです。トップランナーになっていただ

きたい。そんな思いで、今回質問させていただき

たいと思いますので、お願いします。 

  では、部長とのやり取りなので、順番は少しい

ろいろ前後するかもしれませんが、よろしくお願

いします。 

  まず、避難所、災害時における対応なのですが、

今、一中、四中、五中、六中、七中のピロティー

に確保されたということ、多分これほとんどの方

が初めて聞いたと思うのです、我々も含めて。だ

とすると、これというのは、そこでどう受入れを

するのかとか、早急に多分伝えないといけない事

項かなと思っております。ガイドラインの策定前

に、まず私はこの５校にそういった場所を設置し

たんだよということは、早く伝えなければいけな

いと考えるわけですけれども、その辺については

どうお考えでしょうか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 ただいま申し上げた中学

校につきましても、確かについ最近といいましょ

うか、以前に同じような質問をいただいた後に検

討した結果、このような形で決まったということ

もありまして、まだ周知が追いついていないとい

う状況でございます。 

  避難所の運営ということで、行政職員を配置い

たしまして、新たな運営体制ということも今後検

討していく中で、こういった周知についてもやっ

ていきたいと考えているところでございます。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 先ほどの答弁ですと、

多分ケージに入れて持ってきた犬、猫という話で

すけれども、多分それに入れて飼っている人だと、

そこに置いていくというのは、かなりの確率で私

はいないと思います。どちらかというと先ほど言

った、ケージに入れられないような、本当に頼り

もない、身寄りもないような方が連れてくるとい

うケースが容易に想像されるのです。そうなると、

この場所が適正なのかどうか。これって、例えば

専門家、獣医師の方々ですとか、そういった方か

ら管理に関しての何かアドバイス等々をもらっ

ているでしょうか。または、そういう協定といい

ますか、そういった打合せというのはされており

ますでしょうか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 獣医師の方々との協定と

いうものについては、現在締結はしていないとこ

ろでございますが、今申し上げたとおり、ペット

の同行避難ということについて、マニュアル等で

お示しする以上は、受け入れた後、あるいは被災

されたペットの扱い、そういったものについては

専門家の知見が必要不可欠なものになってくる

と考えておりますので、協定も一つの手法という

ことで考えておりまして、今後そのような検討を

進めてまいりいと考えております。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） ぜひ協定を結ばれたほ

うがいいと思います。ペットの管理は専門的な知

識を要しますし、例えば獣医師の方々、専門家の

方であれば、どういうペットが避難してくるのか。

だとすれば、単なる床だけを準備するのではなく

て、例えばリードをつなぐポールをどうするのか

とか、場合によってはそういった話も出てこよう

かと思います。行ったにもかかわらず、使い物に

ならないというのが一番残念な話ですので、ぜひ

そこは早急に、例えば締結も視野に入れていただ

きながら、専門家からのアドバイスをいただいて、

実のある計画をつくってもらいたいと思います。 

  あとは、早急なガイドラインの策定も検討いた

だけるということでした。先ほども答弁いただい
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たように、私も環境省がつくった人とペットの災

害対策ガイドラインですか、これ一通り読んでみ

ました。どちらかというと飼い主の責任がかなり

重いんですよね。しつけをしておく、例えば備品

も準備するとか、そういったところは意外と分か

っているようで、なかなか意識から漏れていると

ころもあろうかと思います。なものですから、ぜ

ひ対策をつくりましたら、例えばですけれども、

ハザードマップを見れば、我々がどこに避難して、

何を準備するか分かるように、ペットを飼養して

いる方にも、災害時にどんな行動を取ればいいの

か、日頃、平常時、どんな注意をすればいいのか

というようなペット手帳的なものであったり、何

かそういったものの配付もぜひ検討していただ

きたいと思うわけですが、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 ガイドラインということ

で、独自のものをつくるという形になれば、当然

御利用していただかないと、避難所運営にも大き

な影響を及ぼすということになります。どのよう

な形で広く周知するかということについては、ホ

ームページ等の活用、あるいはＳＮＳ等の活用と

いうものもいろいろ考えられるかと思います。一

人でも多くの方にこのガイドラインを周知、ある

いは理解していただくような手法も検討してま

いりたいと考えております。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 私は手元にあるものを

お勧めします。災害時の対応と、もう半分は日頃

からのマナー向上を記したもの、あとは例えばペ

ットの健康状態を書けるもの、好きなもの、餌、

そういったものって実は高齢者が残念ながら飼

養できなくなった場合に、犬の手帳となって、次

の飼い主がその犬を知るための貴重な資料にも

なりますから、そういった意味でも私は手に残る

手帳、これは犬を飼っていらっしゃる方は登録し

て注射を打ちますから、すぐ渡せますし、動物病

院に協力してもらって配付していただくとか、

様々な方策が考えられると思いますので、ぜひ御

検討いただければと思います。 

  あと、もう１点なのですが、災害に関して、大

規模災害が発生した際、例えば家が倒壊したり、

何らかの理由で家が滅失するような事態、それが

しかも広域となると、ペットを抱えた人はその後

どうなるかといえば、一時的に市営住宅に入った

りするかもしれませんし、災害の規模によれば、

災害の公営住宅を建設して入ってもらうという

ことも考えられます。何を言いたいかというと、

そうなった場合に、例えば一時的、緊急的に公営

住宅にペットを同伴して入所させるということ

も、私はもう検討していくべきかなと考えるわけ

ですけれども、ここは建設部長にお伺いしたいの

ですが、公営住宅における今のペット飼育の考え

方と、災害時における考え方、併せて御所見をお

伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 現在の市営住宅のペットの飼

育に関しましては、飼育及び持込み、餌やり、そ

ういったものを禁止しているという状況であり

ます。入居時にこのようなことを御説明して御理

解をいただいているところでありますが、市営住

宅でのペットの飼育については様々な課題があ

るようでございます。やはり住宅セーフティネッ

トということで、入居者の多様化など、災害時の

対応など、様々状況が変わってきておりますので、

我々といたしましても、先進事例なども調査させ

ていただきながら、今後の在り方については研究

させていただければと思っているところでござ

います。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） ぜひ先進事例になって

ほしいなと思うわけです。考えてみると、本当に

身寄りがなくて、誰にも頼ることができなくて、

ペットを抱えていらっしゃる方が、市営住宅が空

いているのに、ペットと一緒に移れない。やむを

得ず、それで手放してしまうのかと。やはりペッ
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トというのは災害時に飼い主の心をすごく癒や

してくれるということは、多分皆さんも容易に想

像つくかと思います。まずは、災害緊急時の対応

ですね。例えば棟を分けてやってみるとか、考え

方があろうかと思います。 

  さらに、先進的だと思うのは、平常時において

も、ペットというのはもう家族の一員だという価

値観が当たり前のようになってきております。そ

して、さっきマナー向上、マナー向上と言ってい

ますけれども、しっかり管理できる人は、そもそ

も迷惑も起こさないですし、建物がそんなにめち

ゃくちゃになるということもありません。 

  今後、私はそういった社会が当たり前になって

くるのではないかなとも予測しておりますので、

改めて、災害時は緊急避難的な措置なので、そこ

は速やかに検討していただければありがたいで

すし、併せて平常時における飼養の在り方という

こともぜひお願いしたいなと思います。どうでし

ょうか。同じ答弁になりますかね。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 御提案のありました災害時、

平常時、いろいろな場面があろうかと思います。

やはり緊急性のあるのは災害時と考えられます

ので、その部分からしっかり研究してまいりたい

と思っておりますので、よろしくお願いします。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） ぜひそちらはお願いし

たいなと思います。 

  あとは、動物愛護管理に関するほうに移ってい

きたいと思いますけれども、トラブルというのは

飼育者、飼養者の無知によるところ、これに尽き

るなと、私は、今回というか、自分で犬を飼い始

めて、いろんな人から話を聞いて、私なりにも知

識を深めてきたのですけれども、やはりそこにあ

るなというのが私の結論です。そういった意味で

は、動物愛護に関する教育というか普及啓発とい

うのは大事だなと考えるわけです。 

  そこで、小さいうちから、子供のうちから、そ

ういった動物愛護の教育に触れるということは、

極めて有効であると考えるわけですけれども、こ

こで教育委員会にもお伺いしたいのですが、現在、

動物愛護に関する何か教育、もし実施されている

ものがございましたら、ぜひ御紹介いただければ

と思います。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 教育現場での動物愛護の

取組についてお答えさせていただきたいと思い

ます。 

  昨年度、学校敷地内で動物を飼育しているとい

う学校は、小学校16校、中学校５校、多くの学校

で何らかの飼育をしていると。何を飼育している

かというと、メダカ、熱帯魚、昆虫などが多いの

ですが、ハムスターなどを飼っている学校なども

ございました。それから、学校内ではないのです

が、地域の特色を生かした取組として、例えば松

川小学校ではお魚放流、それから三沢東部小学校

ではホタル学習などといった活動を通しまして、

生命の大切さを学ぶことを行っております。 

  子供の情操の涵養という観点からも、動物との

触れ合いというのは非常に大切であると私たち

も考えております。児童を取り巻く自然環境、そ

れから社会環境の変化により、日常生活の中で自

然や生命と触れ合い、関わるというのは、なかな

か乏しくなってきている現状もあります。そんな

中で、やはり命の尊さについては、きちんと教え、

学ぶということはますます重要になってきてい

ると捉えております。 

  小学校の生活科においては、ザリガニ、ウサギ、

ハムスターといった動物を選んでというか、現状

に合わせて飼育する活動などを通して、生き物へ

の親しみを持ち、大切にするというようなことを

育てている。それから、小中学校を通しまして、

理科、道徳などの学習、それから学校の教育活動

全体を通しましても、自他の生命を尊重するとい

うことで、人、そして動物、併せまして命の大切

さというのを各学校で指導しているところです。 
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  継続的に世話をしたり、繰り返し関わるという

こと、すなわち飼育するということは、子供たち

にとって動物に対する親しみの気持ち、短期間で

はなくて本当に、その場、その場ではなくて、継

続してというところで責任感が育ち、命の尊さを

実感することにもつながるかと思っております。

成長の喜びや感動を伴って動物を育てる、そんな

ことも通しながら、そして事情によって直接体験

ができないようなお子さん、あるいは学校なんか

もあるかと思います。様々な学習方法を通しなが

らですが、他者との共生、異なるものヘの寛容さ

など、動物愛護の心については引き続き育ててい

きたいと考えております。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 私、小学生のときに生

き物係をして、生き物の面倒を見たのを本当に思

い出しました。確かにそれで責任感というか、生

き物を育てる、関わる分、そういった気持ちは無

意識のうちに、今も何で飼っているのかよく分か

らなかったのですけれども、無意識のうちに養っ

ていたのだなということを、今答弁を聞いて思い

ました。 

  そんな多感な児童、生徒たちだからこそ、ぜひ

執行部側と協力して、例えばですけれども、無責

任な飼養者のせいで４万頭近い犬、猫が殺処分の

状況にあると。殺処分の現場も極めて残酷な状況

です。例えばそれを知ることで、さらにといいま

すか、愛護の精神、要するに将来飼い主になるか

もしれない子供たちが、よりマナーを身につけた

上で大人になっていただく近道になるのではな

いかと思うのです。教育委員会の今までの教育と

併せて、ぜひ今の現状を知らせるようなものも取

り入れていただければと思うわけですが、ぜひそ

ういった連携、部長、してもらえないべが、お願

いします。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 まず、先ほどの答弁なの

ですが、ペット手帳ということでございましたが、

基本的に犬を飼うに当たっての登録にいらっし

ゃる際に、そういったものを書き記したペット手

帳、愛犬健康手帳というものについては、皆さん

に配付しているところでございます。ただ、先ほ

どおっしゃられた防災関係、そういった情報とい

うものが入っていないということもありますの

で、そちらについては今後検討させていただきた

いと思います。 

  ペット愛護の精神ということにつきましては、

そういった共生社会を迎えるに当たっては、必要

最小限といいましょうか、必ず皆さん持っていな

ければならないということで、我々のような狂犬

病予防法等の末端の行政を執る者につきまして

も、ぜひ皆さん、意識して守っていただきたいと

いう部分がございますので、そのような啓発、あ

るいは教育等についてもどういう機会が設けら

れるか。あとは、その所管となる置賜保健所、そ

ういったところでどういう活動をして、どういう

連携ができるかと。教育委員会、保健所、そうい

ったところとどのような連携ができるかについ

ては、研究していきたいなと考えているところで

す。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 多分今の教育委員会の

教育内容を聞けば、下地は子供たちもあると思い

ますので、ですからその無責任なところ、特に殺

処分の部分は、私は響くのではないかと思うので

す。これだけの犬、猫が、しかも人間の無責任さ

によって被害に遭っている。これを変えていくの

が私たちの意識なんだと、ただそれだけでも多分

今飼っていることの意義とか意味もより深まる

のではないかと思いますので、どちらが主導でも

構いませんが、ぜひそういったところもお伝えい

ただければと思います。 

  あとは、大人の方にこれを伝えるというのはな

かなか難しいのではないかと思っています。特に

動物愛護活動をされている方に聞くと、高齢者の

方にこの話を伝えるのは、非常に困難で難しいと
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いう現場の話を聞いていました。だとすると、大

人に向けて何ができるのかなと私なりに考えま

したが、これは以前から議会からも話があったか

と思いますけれども、ペットとの共生に向けた、

（仮称）マナー条例とでもいうのでしょうか、こ

ういったものをぜひ制定されてみてはどうかと

思います。当然これは飼い主の責務、市の責任、

あとは聞き取りのときにもお話しさせてもらい

ました。京都市の事例なんかを見れば、罰則規定

まで盛り込んでいる。例えば不適切な餌やりです

とか、それを規制する内容になっております。な

かなかこういった条例をつくっているという自

治体がほとんどなくて、多分県内でもないはずで

す。ということは、それを先進的に取り組む。米

沢市はしっかりこのペット問題、ペットと共生し

ていくのだと、この条例制定は大きなメッセージ

性を持つと思うのです。そのメッセージ性こそが、

市内に住まわれる方々のマナー向上に私は結び

つくのではないかなと考えるわけです。部長、や

りましょう、どうでしょうか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 御提案の京都市の条例、

私も目を通させていただきました。過料があった

のが、厳しいといいましょうか、観光都市京都な

らではなのかなと思ったところでございます。 

  現在のところ、山形市でそういった条例を制定

しているとお聞きしております。 

  現在、米沢市におきましては、動物愛護管理法

の規定、そして山形県で策定しております動物愛

護管理推進計画、そして山形県猫の適正飼養ガイ

ドライン、こういった計画、法令、ガイドライン、

そういったものに基づいて様々な啓発を行って

いる状況でございます。 

  現在のところ、条例制定ということについては、

今御提案いただいたということで、当初の考えに

はなかったところで、関係機関あるいは関係団体

と連携して、今後とも取り組んでいきたいと考え

ているところではございますが、動物愛護管理法

等の改正、あるいは他市の事例、そういったもの、

状況の変化も今後考えられますので、そういった

状況も注視しながら、必要性については研究して

まいりたいと考えているところでございます。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 私も一生懸命調べたの

ですが、山形市の事例は私も見つけられなかった

というか、知らなかった、何かちょっとショック

を受けました。ですけど、私は間違いなくこのま

まの世の中、このままの状況で進んでいけば、つ

くらなければいけない状況になると思います、い

ずれ。そのときに、当たり前につくるのではなく、

先ほど言ったように、率先して取り組むのだとい

う姿勢を見せるためには、やっぱりスピード感、

当然中身が一番大事なのですけれども、そういっ

たスピード感が大事となりますので、この場での

即答は求めませんが、検討を深めていただければ

と思います。 

  あと、次なのですが、今までマナー向上、マナ

ー向上みたいな言い方ばっかりしていたのです

が、世の中には、しっかりと高い意識を持ってペ

ットを管理されている方というのは山ほどいま

す。むしろマナーがない方がごくごく僅かだと思

います。その人たちのせいで、そう言われている

現状もあろうかと思うのですが、しっかりペット

を飼養している方にとって、米沢市が飼育しやす

いというか、そういう場所であるべきだと、一方

で私は考えます。 

  何点かここでお伺いしたいのですが、これも建

設部長にお伺いしたいのですけれども、犬の散歩

の件です。都市計画課で管理している公園という

のは、多分ホームページを見るからに、犬の散歩

が制限されているものではないと見てとれまし

たが、一方ですこやかセンター内の公園には、犬

の散歩禁止、明確にそういった看板が張られてお

ります。管理者が違うと言われてしまえばそうな

のですけれども、同じ公共施設でありながら、立

入りができる、できない、そういった状況にある
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ということに対して、そもそもペットが入ってい

いのかどうかも含めまして、御所見をお伺いでき

ればと思います。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 建設部では都市公園を管理さ

せていただいております。約40ほどの公園を管理

しておりますが、基本的にはペットの散歩、立入

りについては、特に規制を行っていないという状

況でございます。ただ、これまでふんの処理であ

ったり、放し飼いなどの苦情が結構多かったこと

もあります。そういったところについては、看板

などを上げながら、マナーアップの看板を設置し

ているというような状況であります。 

  ただ、先ほど御指摘のあったとおり、公共施設

でありますので、一方で散歩ができて、一方は立

入りができないというような分かりにくい状況

ではうまくないなと思いましたので、その辺は関

係部署と連携を取りながら、分かりやすいＰＲみ

たいな、ホームページへの掲載であったり、そう

いうところは考えていきたいと思ったところで

ございます。 

  都市公園についても様々な課題があろうかと思

いますが、まずは公園利用者の声であったり、犬

の散歩をする方の声、さらにはそういった状況な

どをしっかり把握して、その後の対応については

今後研究させていただければと思っております。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 今、部長が言っていた

だいたとおり、いま一度、公園の在り方とか利用

についての整理は、ぜひ行っていただきたいなと

思います。 

  今日、質問前に私総合公園に行って、看板を見

てきたんです。犬、猫のふん尿で芝生が汚れて、

子供たちが遊べないみたいな書き方だったと思

うのです。何で見てきたかというと、それを見た

ペット嫌いなお母さんが、その芝生で子供たちを

遊ばせられるかというと、もうふん尿で汚れた場

所だと認識してしまっているという声も実はか

なり聞いています。ですから、例えば大きな場所

であれば、その区分けをしてみるとか、そういっ

たところも検討の一つに加えていただければと

思いますけれども、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 公園につきましても、様々な

種類がございますので、今御意見をいただいた内

容につきましてもしっかり考えながら、今後の在

り方についても検討させていただきたいと思い

ます。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） そうしましたら、あと

は産業部長にもお伺いしたいと思います。 

  今、公共施設に関してのお話をさせていただき

ましたけれども、私が聞きたいのは、今度は民間

の施設です。例えば飲食店であったり、宿泊施設

であったり、そういったものです。私もペットを

飼っていて、コロナ禍前は、犬を連れてよく遠出

をしていたものです。目的地をどうやって探すか

というと、犬が泊まれて、犬が触れ合える施設が

あるところなんです。正直、場所はどこでもいい

んです。とにかく犬と安心して過ごせる場所、そ

ういったところを求めて、行っておりました。車

中泊もしょっちゅうしていたのです。 

  何を言いたいかというと、ついこの間、箱根の

有名温泉旅館が、敷地の一部を車中泊用のスペー

スとして貸し出したと。たしか１泊三千幾らだっ

たかと思うのですけれども、大分先まで予約待ち

だと。私の経験上、恐らくかなりの確率でそこに

はペットが同伴しているのかなと思います。 

  ぜひ公共施設、今散歩コースの洗い出しのお願

いをしましたけれども、市内の飲食店、ペット可

のお店ですとか、宿を増やすとか、そういったも

のに取り組むのも、一つ、産業分野の視点から言

えば、交流人口の拡大であったり、売上げ増にも

つながっていくと思いますし、そういった検討も

考えていただきたいなと思いますが、ぜひ御所見

をお聞かせいただきたいと思います。 
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○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 本市においても、近年、ペッ

ト同伴の可能な飲食店であったり、あとは宿泊施

設も出てきております。今お話がありましたけれ

ども、ペットと一緒に旅をしたいとか、そういう

飼い主の方の思いを満たすペットツーリズムと

言われていると思います。本市がそういう様々な

御希望を持った人を多く受け入れる優しいまち

であるということは、大変貴重な視点だと思いま

す。ただ、これは行政だけでできるものではあり

ませんので、様々な事業者の皆さんに協力いただ

かなければできないことだと思います。市として、

そういうことをどうやってＰＲするとか、これが

できるということは申し上げられませんけれど

も、様々な視点で事業者と連携しながら、行政で

できることをしっかりと考えていかなければな

らないと思ったところです。よろしくお願いしま

す。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） ありがとうございまし

た。今の話を聞いても、本当にペットとの共生を

図っていくとなると、かなり横断的ですよね、教

育の話だったり。となると、これは何か一度、ペ

ットの在り方として検討できるような会議であ

ったり、要するにペット都市米沢としてどう目指

すのかという検討は、ぜひしていただきたいなと

思うわけです。最初に言った、ペット共生都市を

私は目指してほしいなと思いますけれども、でも

今のままだとばらばらで、それぞれが考えてしま

うと、それがかみ合うまでにも時間がかかります

し、擦れ違いもあろうかと思います。ぜひその全

ての分野をまとめて、ペット行政、これ誰に聞い

ていいのか、どうでしょうか。市民環境部長、何

とかうまくまとめて、ぜひ検討していただければ

と思いますが、なじょだべし。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 産業部長が申し上げたと

おり、行政だけでなく、やはり民間の方、あとは

行政といっても市だけではなく、ペットといえば、

保健所、県という主体となるような行政もあると

いうことでございます。そういった中で、今おっ

しゃられたような共生社会を推進していくため

に、どのような取組ができるかということについ

て、まずは常に連携している県、そういったとこ

ろと連携して協議しながら模索していければと

考えていたところでございます。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 県と連携だと行政的な

連携の話になってしまうので、一番はどんなまち

だと共生都市と言えるのかという、私は絵を描い

ていただきたいなと。そこを一番お願いしたいと

考えますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

  最後にします。最後の質問は、致死処分に関連

してなのですけれども、保健所等に保護される犬、

猫の８割以上が、所有者が不明の犬、猫だという

ようなデータがあるようでございました。つまり、

犬、猫を逃がしてしまっても、何らかの事情で、

それが結果的に捨て猫だったのか、捨て犬だった

のかもしれませんが、保健所や警察、もしくはそ

の管内を大きく越えて移動してしまったがため

に、本来探していた飼い主と保護犬がマッチでき

ずに、残念ながら殺処分に至ったという事例もあ

るようでございます。 

  確かに今置賜管内、部長がおっしゃったとおり、

特に犬に関しては急激に数は減ってきているも

のの、いまだ猫に関しては、そのような状況であ

るということで、何点か提案させていただきたい

と思いますが、置賜総合支庁の入り口に、犬、猫

のマッチングの看板、譲渡、こういった子がいま

すよとあります。非常にあの取組はいいなと思い

ました。ですけど、合庁は特殊で、なかなか一般

の方は行かないですね。でも、それに比べて、我々

米沢市の下のギャラリーであれば、合庁よりも明

らかに多くの人が来庁されるのではないかと思

います。何を言いたいかといえば、そのままです。

ぜひ本市としても、１匹でも、１頭でも多くの犬、
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猫が新たな飼い主につながるように、こういった

パネル展示、一方で飼い主の意識を啓発するよう

なパネルの掲示など、何とかそういった普及啓発

活動に努めていただきたいと考えますが、いかが

でしょうか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 置賜保健所のホームペー

ジにもそのような掲示板があるということでご

ざいます。残念ながら、市役所では今までそうい

ったコーナーを設けていなかったということで

ございますが、保健所が現在主体的に取り組んで

いる情報発信ということでございます。市として

もどのような連携、協力ができるかということに

ついては協議して、できることであれば、こちら

のほうでも取り組むような検討もしてまいりた

いと考えております。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） うちでパネル掲示して、

譲渡先１人でも見つけたい、１頭でも多く見つけ

たいと言ったら、駄目だなんて絶対言わないと思

いますし、ネットは自分で求めないと、アクセス

しないと伝わらないのです。例えばブリーダーだ

ったり、多頭飼育をしていて、一気に数十匹の犬、

猫を抱えたときにどうやるかというのは、チラシ

を貼って、そのチラシを見て来るというケースが

かなりあるようです。それはホームページに載せ

るよりも目につくという方法は、形として実績も

上げておりますので、ぜひそういう取組をしても

らいたい。もちろん新たな飼い主につながるとい

うこともそうなのですが、意識啓発にもなると思

うのです。逆に、ちゃんと責任持って飼えば、こ

んなことにならないんだぐらい、脇に一方で書い

ていただければ。ぜひそういったところをお願い

したいと思います。 

  だとすれば、あとホームページにも、そのまま

犬、猫で今置賜保健所で募集しています、リンク

を飛ばすのでなくて、こういうのもいるので、ぜ

ひ皆さん飼える方がいましたらお願いします、そ

ういったものも取り組んでみてはどうかと思い

ますが、どうでしょうか。パネルの件も含めて、

お願いします。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 今御提案ありましたリン

クを貼るということについては、比較的容易にで

きるかなと思ったところでございます。今、具体

的にその掲示板、あるいはポスター、そういった

ものの掲示につきましても具体的な検討をして

まいりたいと考えております。よろしくお願いし

ます。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） すみません、１個言う

のを忘れていました。迷子犬、迷子猫を捜すのも、

米沢市はお手伝いできないかなと思っています。

それは、今米沢市のＬＩＮＥは非常によくて、的

確にいい情報をもらえるのですけれども、例えば

迷子犬、迷子猫、これをＬＩＮＥを通じて、例え

ばこういう犬、猫がいなくなりました、特徴はこ

うです、皆さんお気づきの際は御連絡くださいと

いうような発信のお手伝いはできないかなと思

ったのですが、ＬＩＮＥを使って。 

  それと、あと保健所とか警察へ連絡するという

ことを、当たり前のように感じるのですが、それ

も知らない方もいるようで、せっかく本当は飼い

主の元に戻ってきてもらいたいのに、その方法が

ない。連絡することも知らないということも、こ

れは不幸ですので、ぜひその普及啓発にも努めて

もらいたいなと思いますけれども、その点いかが

でしょうか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 情報発信等については、

確かに今まであまりやってこなかったというか、

そういった部分もあろうかと思います。情報発信

等についても手法、頻度、そういったものを定期

的に、例えば毎年同じような時期に広報に載せる、

あるいはホームページ等でも新設コーナーをつ

くると。様々な手法、そういったものも普及啓発、
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マナー向上に向けての取組という中で検討して

いきたいと考えております。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 部長、私が申し上げた

のは、迷子猫の今今の話です。それをぜひ検討し

てもらいたいと思うのです。例えば、市内で何月

何日に黒いこういう犬がいなくなりました。お気

づきの際は何とか連絡くださいということを市

側から発信してもらうだけでも、相当情報の拡散

につながると思いますので、道義的にも何ら問題

はないと思われますし、そんなに難しいことでは

ないと思われますので、その点はどうですか。そ

の分の答弁がなかったように思うのですが。一番

はそこに思いがあるのですけれども、ＬＩＮＥの

ほうはどうでしょうか。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

○安部道夫市民環境部長 今ここでやりますという

のは、いろいろと調べる必要があるかなと考えて

おります。検討させていただいて、後日何らかの

形で御回答できればと思っております。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 最後にします。中川市

長が掲げる健康長寿日本一、壇上でも言ったよう

に、適切なペットの飼育、ペットの関わりという

のは、長く元気に過ごす上で非常に大事な関わり

だなと思っております。単に――例えば先ほどの

繰り返しになりますけれども――人のマナー向

上ですとか、ペットの役割の明確化というものを

飛び越えて、健康長寿にでもペットと共生できる

米沢市だというところも、ぜひ折を見て、中川市

長にも声を上げていただきたいと思うわけです

が、最後にペットに関して、今のやり取りを１時

間弱聞いていただきまして、感想でも構いません

ので、ぜひお言葉をいただければと思います。 

○相田克平議長 中川市長。 

○中川 勝市長 私も毎朝、今ウオーキングをして

おります。そういった中で、犬を連れて散歩され

ている方、物すごく多いです。そして、河川敷を

歩いておりましても、相当な方々が御夫婦で、ま

た高齢者の方が、どちらかというとペットでも犬

になりますけれども、そういう方が多く見受けら

れます。 

  そして、最近マナーがいいなと思っているのは、

必ずおしっこをしたとき、ペットボトルの水をか

けている、そういうマナーのいい方もおりますし、

また歩道にふんがそのままになっている、そうい

ったことも見受けております。でありますので、

マナーをしっかりと取り組みながらペットを飼

うということは重要なことだと思いますし、そし

て今こういう超高齢社会、あるいは自粛生活の中

で、ペットが何といっても友達だとか、そういっ

た一番身近にいる動物だということで、飼われる

方も多くなっていると承知しておりますので、た

だ集団の中で、大勢の中で、ペットというのは、

好きな人もいますし、全く駄目だという人もいる

ことも事実でありますので、そういったことを、

共生社会を目指していく中で、どう取り組んでい

くかということは、しっかりと我々――今市民環

境部長が申し上げましたけれども――どう対応

していったらいいのかということは、実際にしっ

かりと研究してみなければならないと思ってい

ます。 

  私も犬は好きでありまして、ただ今は飼ってお

りません。何回か老衰で死なれた思いをしました

ので、もうあの姿を見るのは嫌だということで飼

っておりませんけれども、本来ペットは好きな人

間でありますので、またゆっくりとそういう世話

ができる時間がくれば、ペットも飼いたいなと思

っております。 

  そして、先ほどＬＩＮＥの話がありました。Ｌ

ＩＮＥというのは、すぐ簡単にできます。米沢市

がするのか、しないのかは別にしても、逃げたの

か、いなくなった、その飼い主が発信すれば、幾

らでもシェアできて、広がっていきますので、た

だ米沢市も、米沢市としてＬＩＮＥもつくってお

りますので、そういった御協力はすぐにでも私は
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できると思っております。 

  いずれにしましても、共生社会というのは、今

後ますますペットとの共生というのは強くなっ

ていくものと思っておりますので、そういった社

会が、本当に住民の皆様の健康長寿もそうであり

ますけれども、いろんな子供たちの成長にとって

重要であるという、そういったものをしっかりと

見据えながら、今後取り組んでまいりたい、この

ように考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 以上で23番中村圭介議員の一般質

問を終了いたします。 

 

 

 

散    会 

 

○相田克平議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

 

午後 ４時２８分 散  会 

 


